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 令和２年９月定例会 

文教民生委員会・文教民生分科会 審査日程表（案） 

審査日程 所 管 部 等 名 審 査 区 分（青字：委員会、赤字：分科会） 
予定 

時間 

集合 

時間 

 

９月 14 日 

（月） 

９：30～ 

 

 

第２委員会

室 

 

【健康福祉部】 

社会福祉課 

高年介護課 

健康増進課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

説明・質疑 ※一括議題（報告第 20 号、第 119 号議案） 

■報告第 20 号 放棄した債権（社会福祉課） 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

●121 号 ○元決算：国民健康保険事業特別会計（直診勘定） 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

●123 号 ○元決算：介護保険事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

●124 号 ○元決算：診療所事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

9:30 

～ 

11:00 

9:30 

【市民生活部】 

市民課 

生活環境課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

説明・質疑 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

●120 号 ○元決算：国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

●122 号 ○元決算：後期高齢者医療事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

●125 号 ○元決算：霊苑事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入、実質収支調書 

11:10 

～ 

12:00 

 

13:00 

～ 

13:40 

11:00 

【地域コミュニティ振興部】 

生涯学習課 

文化振興課 

新文化会館整備推進室 

スポーツ振興課 

説明・質疑 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

  ・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

13:50 

～ 

15:20 

13:40 

【教育委員会】 

教育総務課 

こども教育課 

こども育成課 

 

説明・質疑 ※一括議題（報告第 20 号、第 119 号議案） 

■報告第 20 号 放棄した債権（教育総務課） 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

15:30 

～ 

17:00 

15:20 

  

当局職員退席後、委

員のみで審査を行い

ます。 

討論・表決 ※一括議題（報告第 20 号、第 119 号議案） 

■報告第 20 号 放棄した債権 

■第 119 号議案 R 元年度一般会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 ・財産調書 

《報 20 号、119 号：分科会審査意見、要望等のまとめ》 

《120～125 号：委員会審査意見、要望等のまとめ》 

 

 

17:10 

～ 

 

 

 

※ 報告第 20 号、第 119 号議案は、「説明、質疑」までを行い、第 120～125 号議案は、「説明、質疑、

討論、表決」を行います。終了次第、次の部に移ります（前の部は退席します。）。 



審査日程 所 管 部 等 名 審 査 区 分（青字：委員会、赤字：分科会） 

 

９月 15 日 

（火） 

９：30～ 

 

 

第２委員会

室 

 

【地域コミュニティ振興部】 

生涯学習課 

文化振興課 

新文化会館整備推進室 

スポーツ振興課 

 

【市民生活部】 

市民課 

生活環境課 

 

【各振興局】 

市民福祉課 

 

【健康福祉部】 

社会福祉課 

高年介護課 

健康増進課 

 

【教育委員会】 

教育総務課 

こども教育課 

こども育成課 

個別に説明・質疑・討論・表決 

●報 21 号 放棄した債権 

●97 号 物件購入契約 

●98 号 物件購入契約 

●99 号 土地の取得 

●100 号 土地の取得 

●103 号 条例（植村直己冒険館） 

●109 号 ②補正：国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

●110 号 ②補正：国民健康保険事業特別会計（直診勘定） 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●111 号 ②補正：後期高齢者医療事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

●112 号 ②補正：介護保険事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●114 号 ②補正：診療所事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

●115 号 ②補正：霊苑事業特別会計 

     ・所管事項にかかる歳出・歳入 

●131 号 条例（国民健康保険条例一部改正） 

 

会計ごとに説明・質疑・討論・表決 

■第 108 号議案 R２年度一般会計補正予算（第 11 号） 

 ■第 132 号議案 R２年度一般会計補正予算（第 12 号） 

 

・・・・・・・・・・当 局 職 員 退 席・・・・・・・・・・ 

  

 

《報告事項について》 

 

 

《閉会中の継続調査（審査）の申し出について》 

 

 

《第 108・132 号：分科会審査意見、要望等のまとめ》 

《報 21、第 97～100、103、109～112、114・115・131 号：委員会

審査意見、要望等のまとめ》 

 ※ 全部署とも午前９:30 開始で、第 132 号議案の審査終了をもって、全部署退席とします。 

なお、報告事項の関係部署については、改めて出席ください。 



  

令和２年第４回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

【文教民生委員会】 

  報告第21号  放棄した債権の報告について（国民健康保険事業特別会計(事業勘

定)） 

  第97号議案  物件購入契約の締結について 

  第98号議案  物件購入契約の締結について 

  第99号議案  土地の取得について 

  第100号議案 土地の取得について 

  第103号議案 豊岡市立植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例制定につい

て 

  第109号議案 令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正予

算（第３号） 

  第110号議案 令和２年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）補正予

算（第１号） 

  第111号議案 令和２年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１

号） 

  第112号議案 令和２年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

  第114号議案 令和２年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第３号） 

  第115号議案 令和２年度豊岡市霊苑事業特別会計補正予算（第１号） 

  第120号議案 令和元年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳

出決算の認定について 

  第121号議案 令和元年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳

出決算の認定について 

  第122号議案 令和元年度豊岡市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

  第123号議案 令和元年度豊岡市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  第124号議案 令和元年度豊岡市診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

  第125号議案 令和元年度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

  第131号議案 豊岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

【文教民生分科会】 

  報告第20号  放棄した債権の報告について（一般会計） 

  第108号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第11号） 

  第119号議案 令和元年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 

第132号議案 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第12号） 



 文教民生委員会・文教民生分科会次第 

 

               2020 年９月14日（月）９:30 ～ 

   第２委員会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

⑴ 付託・分担案件の審査（別紙：議案付託表・分科会分担表） 

 

 

 ⑵ 分科会意見・要望のまとめ 

 

 

 ⑶ 委員会意見・要望のまとめ 

 

 

  ⑷ その他 

 

 

４ 閉  会 

 



【委　　員】

７名

【当　　局】出席者に着色をしています。

８名 11名

【事 務 局】 ９名 13名

合計49名

副 委 員 長 田　中　藤一郎

委　　　員 井　上　正　治

委　　　員 上　田　伴　子

2020.09.14

職　 名 氏　　　　名

委　員　長 西　田　　　真

職   名 氏　名 職   名 氏　名

地域コミュニティ振興部長 幸木　孝雄 市民生活部長 谷岡　慎一

委　　　員 清　水　　　寛

委　　　員 竹　中　　　理

委　　　員 福　田　嗣　久

地域コミュニティ振興部参事 桑井　弘之 市民課長 定元　秀之

生涯学習課長 大岸　和義 市民課参事 川崎　智朗

生涯学習課参事 旭　　和則 生活環境課長 成田　和博

日高振興局 市民福祉課参事

城崎振興局 市民福祉課長 土岐　浩司文化振興課長 米田　紀子

竹野振興局 市民福祉課長 船野　恵子文化振興課参事

川端美由紀

大谷　賢司

橋本　明宏

健康福祉部長 久保川伸幸 教育次長 堂垣　真弓

社会福祉課長 原田　政彦 教育総務課長 永井　義久

スポーツ振興課長 池内　章彦

但東振興局 市民福祉課長 柏木　敏高

職   名 氏　名 職   名 氏　名

日高振興局 市民福祉課長 前野　郁子新文化会館整備推進室長 櫻田　　務

出石振興局 市民福祉課長 川口　雅浩

但東振興局 市民福祉課参事 田邊　雅人

こども教育課参事

教育総務課参事 木之瀬晋弥

惠後原博美

社会福祉課参事 小野　弘順

教育総務課参事 宇川　義和社会福祉課参事

健康増進課長 宮本　和幸 こども教育課参事 内海　忠裕

健康増進課参事 村尾　恵美

高年介護課長 惠後原孝一 教育総務課参事 大谷　康弘

高年介護課参事 武田　満之 こども教育課長 説明補助
坂本補佐

こども育成課参事 山本加奈美

職   名 氏　名

議会事務局主幹兼調査係長 木山　敦子

健康増進課参事 三上　尚美

こども育成課参事 吉本　　努

こども育成課参事 冨岡　　隆

こども育成課参事 吉谷　孝憲

こども育成課長 木下　直樹

飯塚　智士

文教 民生委 員会 名簿
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午前９時２５分開会 

○委員長（西田  真） それでは、定刻前でありま

すけど、皆さんおそろいですので、ただいまより文

教民生委員会を開会したいと思います。 

 改めまして、おはようございます。 

 今日とあしたと２日間にわたり、いろんな議案と

か、決算認定とか、それぞれいろいろとありますけ

ど、スムーズに進行できますように、当局の皆さん

も委員の皆さんもよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 ほんで、実りの秋ということで稲刈りもいろんな

ところで始まっておりまして、早いところではもう

終わったりもしております。また、インフルエンザ

とか、コロナとか、またいろんなことで冬になりま

すと出てきますけども、そして、まだコロナも終息

の気配が見えておりませんけど、皆さん、それぞれ

ご自愛していただきまして、インフルエンザもかか

らないように、早めの予防接種等を受けていただい

てそれぞれご自愛いただきたいと思いますし、また、

皆さん方の周りにも周知していただきたいと思い

ます。どうぞ、そしたら本日はよろしくお願いいた

します。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 本日は、当局からの説明補助員として、こども教

育課、坂本課長補佐を出席させたいとの申出があり、

許可しておりますので、ご了承願います。 

 一般会計に関する予算及び決算関係議案につき

ましては、予算決算委員会に付託され、当委員会は

文教民生分科会として担当部分の審査を分担する

ことになります。したがいまして、議事の進行は委

員会と分科会を適宜切り替えて行いますので、ご協

力をお願いします。 

 これより、協議事項（１）番、付託・分担案件の

審査に入りますが、まず、審査日程について確認し

ておきたいと思います。 

 議案等の審査につきましては、お手元に配付して

おります議案付託表、分科会分担表のとおりです。 

 本日は議案審査の順序を入れ替え、予算決算委員

会付託議案に係る当分科会に分担された報告第２

０号及び第１１９号議案、令和元年度豊岡市一般会

計歳入歳出決算の認定についての説明、質疑を一括

して部署ごとに行います。 

 その後、委員会付託された第１２０号議案から第

１２５号議案までの説明、質疑、討論、表決を行い

ます。 

 続いて、委員のみで報告第２０号及び第１１９号

議案の討論、表決を行い、分科会審査意見、要望等

の取りまとめ及び第１２０号議案から第１２５号

議案までの委員会審査意見、要望の取りまとめを行

います。 

 明日１５日は、委員会付託されたその他の議案の

説明、質疑、討論、表決を行い、その後、予算決算

委員会から当分科会に分担された第１０８号議案

及び第１３２号議案の令和２年度豊岡市一般会計

補正予算についての説明、質疑、討論、表決を行い

ます。 

 続いて、委員のみで分科会審査意見、要望等の取

りまとめ及び委員会審査意見、要望の取りまとめを

行います。 

 議案審査の順序につきましては、以上のとおりと

することにご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 なお、本日の当局出席者についてでありますが、

別紙審査日程表に合わせて各部署順番に入れ替え

て出席いただくよう要請しておりますので、ご了承

願います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、説明、質疑、答弁

に当たりましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔

明瞭に行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協

力をお願いいたします。 

 ここで委員会を暫時休憩します。 

午前９時３０分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時３０分 分科会開会 

○分科会長（西田  真） ただいまより文教民生分

科会を開会します。 
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 それでは、まず初めに、報告第２０号、放棄した

債権の報告について（一般会計）及び第１１９号議

案、令和元年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

について、健康福祉部所管分を一括議題といたしま

す。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。 

 一般会計については、歳出、続いて所管に係る歳

入、財産調書の順で、また、特別会計については、

歳出、続いて所管に係る歳入、実質収支調書の順で

お願いします。 

 なお、審査時間に限りがありますので、所管事項

を逐一説明するのではなく、新規事業や平年と比較

して変化の著しい事業等を抜粋して説明願います。

説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせく

ださい。発言の最初に課名と名字をお願いします。

質疑は説明が終わった後に一括して行います。 

 まず、報告第２０号、放棄した債権の報告につい

て（一般会計）を報告願います。 

 それでは、社会福祉課、原田課長。 

○社会福祉課長（原田 政彦） それでは、議案書の

５９ページをご覧ください。 

 報告第２０号、放棄した債権の報告について、豊

岡市債権の管理に関する条例の規定により、生活小

口資金貸付金の債権を放棄したのでご説明をいた

します。 

 ６１ページの下段の表をご覧ください。社会福祉

課における放棄した債権につきましては、生活小口

資金貸付金３人の３件分、８万円でございます。平

成２７年９月の３０日に豊岡市債権に関する条例

第１１条の規定によりまして徴収停止の措置を行

い、その後３年を経過したことから、豊岡市債権の

管理に関する条例施行規則第５条の規定によりま

して、債権放棄したものでございます。債務者３人

のうち２人は死亡、１人は行方不明により職権消除

となっています。連帯保証人につきましては、２人

が居所不明、１人は死亡というような状況となって

おります。以上、報告第２０号、放棄した債権の報

告についての説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 次に、第１１９号議案、

令和元年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、組織順に説明願います。 

 どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 新規分を中心に主な

ものを説明をさせていただきます。まず、１３３ペ

ージをお願いいたします。下から７行目、社会保

障・税番号制度対応システム改修業務３７９万６，

２００円のうち、社会福祉課分につきましては、児

童扶養手当システム改修費として８４万７，８００

円を執行しております。 

 続きまして、１８３ページをご覧ください。１８

３ページ真ん中辺りでございます。よろしいでしょ

うか。業務委託料４９７万７，４２０円でございま

す。このうち、福祉総合システム改修業務４８９万

１，０２０円につきましては、消費税増税に伴う改

修業務１０９万１，２００円と障害児通所施設にお

ける幼児教育無償化に伴う改修業務１８０万２，９

００円、それから、児童扶養手当の支払い回数の変

更、これが年３回から年６回になりました。これに

伴う改修業務１９９万６，９２０円の委託料でござ

います。 

 続きまして、１８５ページをご覧ください。１８

５ページ真ん中より少し上の辺りです。民生委員・

児童委員活動事業費のうち、報償金から通行料まで

合計５０万２，０４４円についてご説明いたします。

民生委員・児童委員の一斉改選に当たりまして、候

補者の推薦手続による事務費であるとか、あと、新

任、退任の委員に対する委嘱状や感謝状を渡す伝達

式典の開催費で執行したものでございます。 

 続きまして、１８９ページをご覧ください。１８

９ページの一番上でございます。強度行動障害地域

生活支援事業費の負担金１５９万９，１０７円です。

これは在宅の強度行動障害者の行動障害を低減す

るため、１名の行動障害者に対して専門知識を備え

た施設、これは高砂のほうにあるんですけども、こ

ちらのほうで２４時間マンツーマン体制でおおむ

ね４か月間、集中支援を兵庫県が実施して、市が費

用負担の４分の１を負担額として支払ったもので
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ございます。この集中支援の実施に伴いまして、こ

の１名の方、行動障害が改善して、他の利用者と一

緒に日中活動ができるようになったというふうに

聞いております。なお、負担割合は国が２分の１、

県、市はそれぞれ４分の１でございます。 

 続きまして、１枠目の一番下の設置工事費５６万

４，８４０円でございます。北但広域療育センター

奈佐事業所の玄関ホールは、相談者であるとか保護

者の待機場所となっておりまして、夏冬対策として

設置した空調機１台分の工事費でございます。 

 なお、本事業所は、香美町、新温泉町との共同運

営事業所でありますことから、それぞれから覚書に

基づく市町負担率に基づいた負担をしていただい

ております。 

 続きまして、１９１ページの真ん中辺り、豊岡隣

保館事業費です。豊岡隣保館事業費のうち、修繕料

１２０万９，０９０円についてです。これは、主に

豊岡隣保館の調理室、湯沸かし室の化粧パネルと廊

下の壁紙が大きく剥がれていたことから張り替え

を行ったものでございます。 

 続きまして、１９７ページ、上から１４行目辺り

をお願いいたします。真ん中より少し上ぐらいです。

業務委託料と書いてある部分です。立野庁舎管理費

のうち、調査分析業務委託料１６万５，０００円に

ついて説明いたします。立野庁舎の北東の建物土間

部のコンクリート部分が１メートルにわたり陥没

し、内側が空洞化している状態であったことから、

業者による調査、分析を行ったものでございます。 

 その２つ下の立野庁舎管理費のうち庁用備品１

９６万６，１４０円についてです。これは、竹野庁

舎の各課で使用しております事務机、脇机、事務用

椅子、キャスターつきの棚が破損や老朽化している

ために更新をしたものでございます。 

 それから、そこから８行ほど下のところにありま

す施工管理２３６万５，０００円というところです。

よろしいでしょうか。豊岡健康福祉センターの管理

費のうちの施工管理委託料２３６万５，０００円と、

そこから８行下の補修工事費３，１７７万７，９０

０円について説明をさせていただきます。これは経

年劣化によりまして屋上防水シートの穴空きであ

るとか亀裂が多数発見されて、雨漏りがしている状

態であったため、防水シートの全面張り替え工事費

等施工管理費用分として執行したものでございま

す。 

 続きまして、その補修工事費から６行ほど上のと

ころです。特殊建築物防火設備定期検査業務委託料

２４万６，４００円というところでございます。こ

れは豊岡健康福祉センター管理費から但東健康福

祉センター管理費まで、全てのセンターでこの特殊

建築物防火設備定期検査業務を執行しております。

これは建築基準法の改正によりまして、令和元年度

より定期検査を実施したものでございます。 

 それから、続いて、１９９ページの上から５行目

辺りのところです。還付金６６万６，０００円、還

付加算金１２万円、返還金２８万４，０００円とご

ざいますが、この還付金、還付加算金返還金という

のは、こちらの城崎健康福祉センターの分と、それ

から出石健康福祉センターの分と但東健康福祉セ

ンターに同様の項目を記載しております。 

 これについては、ちょっと前後して申し訳ないん

ですが、１９６ページ、１９７ページをご覧いただ

けますでしょうか。１９６ページの予算現額、節の

２３、償還金利子及び割引料、支出済額８万６，７

９２円に対応したものでございます。この豊岡市立

健康福祉センターの貸し館使用料の徴収に当たり

まして、冷暖房加算減免の計算方法に誤りがあった

ため、過誤分の使用料６万６，３５５円と利息分２

万４４２円の合計８万６，７９７円を使用団体の８

団体に返還したものでございます。具体的に説明い

たします。城崎と出石と但東健康福祉センターにお

いて、減免対象である団体の使用料徴収の算定に当

たりまして、施設の使用料のみを減免し、冷暖房加

算は、本来減免しなければならないにもかかわらず

減免せずに算定し過大に徴収していたものでござ

います。 

 １９９ページ上から６行目をご覧いただきたい

と思いますけども、６行目辺りです。これは城崎健

康福祉センターを利用された１団体分の還付金６
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６６円、還付加算金１２０円、返還金２８０円を返

還したものでございます。 

 なお、還付金は、消滅時効前の５年間分の返還金

です。還付加算金は消滅時効前の５年間分の利息分

です。返還金は消滅時効により消滅した法定外分、

２０１４年度以前の分の使用料と利息分となって

おります。 

 続いて、２０１ページの真ん中辺り、真ん中より

上の辺りをご覧いただきたいと思います。こちらも

同様で、出石健康福祉センターを利用された、ここ

は２団体分の還付金１万５，８１０円、還付加算金

２，８９７円、返還金４万３，０１６円を返還した

ものでございます。 

 次に、その下のほうをご覧いただきたいと思いま

す。こちらも同様で、但東健康福祉センターを利用

された６団体分の還付金５，４６３円、還付加算金

７７６円、返還金１万７，７６５円を返還したもの

でございます。 

 続きまして、２０３ページをご覧ください。２０

３ページ、下から１３行目辺りでございます。障害

福祉サービス費１７億８，２４８万４，７７５円に

ついてです。これは、昨年度と比べて７，６００万

円の増加となっています。増加の主な要因としまし

ては、利用者数の増加によるものでございます。 

 続きまして、２０５ページをご覧ください。下か

ら４行目辺り、自立相談支援業務委託料１，７４９

万７，５１７円についてです。自立相談支援委託料

は、総合相談生活支援センターよりそい、社協への

委託料でございます。前年度と比較して６４万円の

増額となっています。これは主に委託先である社協

の職員の時間外手当が増額となったためでござい

ます。 

 続きまして、２１７ページの１行目をご覧くださ

い。臨時特別給付金６３万円でございます。児童扶

養手当に係ります臨時特別給付金につきましては、

これは国の事業として、１０月３１日時点で、これ

まで法律婚をしたことがない未婚の児童扶養手当

受給者３６人に対して、１人当たり１万７，５００

円を給付したものでございます。その下の児童扶養

手当３億９，９７９万９，０００円についてです。

前年度と比較して９，０００万円ほどの増額となっ

ています。これは制度改正による支給回数の変更に

よるものでございます。従来は４か月に１回の支払

いであったものが２か月に１回の支払い変更とな

ったため、令和元年度は平成３０年度より３か月多

い１５か月分を支払ったことからの増額でござい

ます。 

 それから、２２９ページ、下から２行目をご覧く

ださい。生活保護措置費８億３，１１９万５，４４

６円についてです。前年度と比較して４，０００万

円ほどの増額となっております。これは、主に医療

扶助費の増額によるものでございまして、例年にな

く高額な入院治療や調剤が多くあったため増額と

なったものでございます。 

 続きまして、歳入をご説明いたします。３７ペー

ジをご覧ください。（「ちょっと待ってね」と呼ぶ

者あり）歳入につきましては、新規分のみ、主なも

のを説明させていただきたいと思います。３７ペー

ジです。下から３枠目の真ん中辺り、障害者総合支

援事業費補助金２３４万７，０００円についてです。

これは、先ほど歳出で説明いたしました消費税引上

げに伴うシステム改修費に係る補助率２分の１の

国庫補助金と就学前の幼児教育無償化への対応に

伴う改修費に係る補助率１０分の１０の国庫補助

金でございます。 

 それから、７１ページ、真ん中辺りをご覧くださ

い。北但広域療育センター工事費負担金１７万１，

７１０円についてでございます。先ほど歳出で説明

いたしました。北但広域療養センター奈佐事業所の

空調機設置工事に伴う、香美町と新温泉町の負担金

でございます。 

 歳入は以上で、続きまして財産のほうです。６１

０ページをご覧ください。行政財産、土地に関する

調書の分になります。６１０ページの一番下、北但

広域療育センターの土地０．９４平米の面積増加に

ついてです。これは、山林から宅地に地目変更した

際に生じた地積更正分でございます。 

 続いて、６１２ページ、一番下のほうをご覧くだ
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さい。北但広域療育センターの本部、建物の面積８

７２．６６平米についてですが、これは台帳未記載、

過年度異動の漏れ分でございます。 

 続いて、６１３ページの一番上の表、一番上の枠

でございます。立野庁舎健康福祉施設及び立野庁舎

の倉庫棟の面積増加分につきましては、記載誤りに

よるものでありまして、下から２枠目のところに記

載の総合健康ゾーンというのがあると思いますが、

総合健康ゾーンから立野庁舎に修正したものでご

ざいます。社会福祉課は以上でございます。 

○高年介護課参事（武田 満之） 高年介護課の武田

です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） 高年介護課の所管

事業に係ります歳出、歳入、財産調書につきまして

説明のほうをさせていただきます。前年度と大きく

変わったものを中心に説明させていただきたいと

思います。 

 まず、歳出です。２１１ページ、備考欄、中段よ

り少し下をご覧ください。老人福祉事業費です。２

０１８年度から地域のつながりを強化し、高齢者の

孤立化や閉じこもりによる心身機能の低下を防ぐ

ために一人暮らし高齢者等を安全・見守り活動、玄

さん元気教室、ふれあいいきいきサロンの高齢者福

祉３事業に係る奨励金補助金の交付が始まってお

ります。 

 ふれあいいきいきサロンにつきましては、子供か

ら大人、高齢者まで地域の住民が交流し、つながり

や見守り、支え合いが促進されることを目的として

いるものであり、サロンを実施する行政区、コミュ

ニティに運営費用を助成するものです。社会福祉法

人豊岡市社会福祉協議会が２００６年度から助成

や運営相談、指導を行っております。豊岡市社会福

祉協議会での補助はサロン開設から６年間までと

いうふうになっており、７年目以降は補助が受けら

れないというような状況になっておりました。市と

しましても、７年目以降も、区やコミュニティ組織

による実施助成分を豊岡市社会福祉協議会に補助

することにより住民が集える場を継続してつくっ

ていただけるようお願いしております。２０１９年

度における市補助金の交付内容は、７年目以降の区

が１２８区、前年度からは１８区増加しております。

地域コミュニティ２４団体で合わせて３５２万円

の支出をしております。前年度より４０万円補助金

のほうが増えております。 

 その次ですね。高齢者安心見守り活動奨励金につ

きましては、区内に住む７５歳以上の高齢者の人数

により、奨励金額を５つの区分、段階で分けて交付

しております。市内全区３５９区のうちの８８％に

当たる３１６区、前年度と比較すると、９区増加し

ておりますけれども、実施されまして、１，０６５

万５，０００円、前年度と比較して９１万円の増加

の奨励金を交付しております。 

 その下、定期巡回・随時対応型介護看護事業費に

つきましてです。住み慣れた地域で２４時間安心し

て暮らしていただくために必要なサービスですが、

なかなか事業参入が進んでいないということから、

県が事業者の参入を促進するために創設した補助

金でありまして、市も事業費の２分の１を随伴補助

するということにしております。定期巡回・随時対

応のサービスとは、日中、夜間を通じまして、訪問

介護と訪問看護が一体的に連携しながら実施する

ものでありまして、一番大きい特徴につきましては、

電話によるオペレーター相談があることにより、利

用者の方は安心して生活できるというものでござ

います。 

 補助につきましては、人件費に係る費用の一部を

助成するものであり、一定の利用者が確保でき、運

営が安定するまでの期間、３年間支援するというこ

とになっております。２０１８年の９月１日から業

務のほうを開始しておりますので、２０２１年８月

３１日まで、来年度の８月末までの支援ということ

になります。２０１９年度につきましては、３３４

万４，０００円のほう支出しております。事業者に

つきましては、社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団

ラウンド・ケア・サービスことぶきでありまして、

豊岡市の祢布に事業所を置きまして、事業のほうを

実施しております。 
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 ２１３ページをご覧ください。２１３ページの備

考欄の一番上の項目です。長寿園管理費です。２階

の集会室は、これまで畳の和室でしたけれども、そ

れを和室からカーペットに改修する工事費として、

修繕料１８１万５，０００円と、テーブル、椅子、

その他備品などの購入費８７万８，０２０円を支出

しております。改修によりまして高齢者の利用者に

つきましては、立ち上がりがしやすいとか、疲れに

くいとか、あと、多目的に部屋が使えるというよう

なことで好評の声をいただいております。 

 引き続き、２１３ページの備考欄の中ほどです。

民間老人福祉施設助成事業費補助金５，５１５万１，

０００円ですけれども、小規模多機能型居宅介護拠

点整備事業費として３，３６０万円は、社会福祉法

人ぶどうの枝福祉会に対するもので、豊岡市但東町

小谷において、今年２０２０年度４月に開設されま

した但東愛の園の整備に対する補助金であり、その

下の開設準備事業費７５５万１，０００円は、同施

設の開設準備に係る人件費、職員研修、備品購入等

の補助金の支出となっております。 

 その下です。特別養護老人ホーム、多床室プライ

バシー保護改修事業費１，４００万円は、社会福祉

法人北但社会福祉事業会への補助金であり、特別養

護老人ホームこうのとり荘の多床室に仕切りを設

けることにして、プライバシーを保護する改修をし

ております。これらの財源につきましては、全額県

の補助金、地域介護拠点整備事業費のほうで対応し

ております。 

 歳入です。４７ページをご覧ください。４７ペー

ジの上から２枠目の老人福祉補助金をご覧くださ

い。先ほど説明しました民間老人福祉施設助成事業

費の財源としております県補助金として５，５１５

万１，０００円を受け入れております。その下、定

期巡回・随時対応サービス事業費に関する補助金に

つきましても、地域介護拠点整備補助金として、市

の人件費の運営補助に関する補助経費３３４万４，

０００円の２分の１に当たる１６７万２，０００円

のほうを受け入れております。 

 ５７ページをご覧ください。５７ページ、上から

２枠目の土地売払収入です。こちらのほうは１億４，

６６５万７，１２３円計上されていますが、このう

ち高年介護課分としまして２，０９７万円を収入し

ております。これは、豊岡市大篠岡に設置運営され

ております東デイサービスセンターの敷地、土地面

積２，０９９．５０平米の売払収入です。運営事業

者でありますたじま農業協同組合から、今後もデイ

サービスの安定的な運営と介護サービスの提供を

図るために敷地を売却してほしいという旨の要望

書を提出されたことから、市内部での調整協議、ま

た、相手方との交渉を進めまして、２０２０年２月

２８日付で売却のほうをしております。 

 なお、建物につきましては、２０１３年に民間に

活用を図るということで、無償譲渡しており、２０

４３年度までの３０年間、デイサービスの用途とし

て使用することを条件として譲渡しておりますこ

とから、土地に関しましても、２０４３年度までは、

現在の用途を変更できないというような契約内容

とさせていただいております。 

 財産関係調書です。６１４ページをご覧ください。

６１４ページ、普通財産の土地に関する調書の区分、

宅地の真ん中辺りに旧豊岡東デイサービスセンタ

ーという項目があると思います。こちらのほう、先

ほどの売買によりまして、市有財産である土地面積

のほうを市有財産のほうから面積を減少させてお

ります。 

 あと、６２０ページをご覧ください。出資による

権利ですけれども、前年度までと移動のほうはござ

いません。ちなみに１０番目の北但社会福祉事業会

の出資金、そこからまた１０下がっていただきまし

て、北但社会福祉事業会への出資金６６万５，００

０円、そこから一番最後の段の兵庫県生きがい創造

協会出損金１８万円、一番下の北但社会事業会の出

損金の７６６万４，０００円です。こちらにつきま

して、昨年度と同じ金額で増減はございません。説

明のほうは以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、健康増進

課分の主なものを説明させていただきます。 
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 決算書の１１１ページをお願いいたします。真ん

中辺りに結婚・子育て推進事業費とありますが、こ

れは、ハートリーフの関係になります。備考欄の一

番下から４行上のほうに、豊岡市社会福祉協議会へ

の補助金とあります。これは、はーとピーが直営に

なったことによりまして、前年度と比べたら約５８

０万円減少しております。 

 次に、２１１ページをお願いします。一番下から

９行目に玄さん元気教室奨励金ということであり

ます。これは奨励金ということで、２０１９年度と

しては２１０の団体で実施をしていただいていま

す。交付としては１９２団体ということになってお

ります。 

 次に、２３３ページをお願いします。上から４行

目、健康管理システム改修業務ですが、これについ

ては、妊婦健診や乳幼児健診の情報をマイナンバー

制度による情報連携に対応させる必要があったた

め改修を行ったものです。 

 次に、２３５ページをお願いします。上から１７

行目、真ん中より少し上ぐらいになります。すこや

か市民健診業務、業務委託料ですが、受診者として

は、健診の項目によって増減はありますけども、平

成３０年度に比べると、肺がんが２３４件、大腸が

んについては１６４件増えています。委託料金につ

いては、前年度と比較して約５６０万円増えていま

すが、これは消費税の影響によるものです。 

 次に、２３７ページをお願いします。上から１１

行目、産後ケア業務については、平成３０年度と比

較して約９７万円、その下、１２行目の産前産後サ

ポーター派遣業務は約４３万円増加しています。こ

れは制度の周知ができてきたことによりまして利

用者が増えてきたものと考えています。 

 そこから１４行下、歩いて暮らすまちづくり推進

事業費ですが、令和元年度からスマートフォンアプ

リのとよおか歩子が稼働いたしました。とよおか歩

子からの寄附としては、２，１４５人から約４３万

６，０００円となっています。全体としては、延べ

２，６２１人から約１１３万８，０００円の寄附が

あります。６８の学校園に寄附を行っております。 

 次に、２３９ページをお願いします。上から３枠

目の予防接種事業費ですが、令和元年度から令和３

年度までの事業として、昭和３７年４月１日から昭

和５４年４月１日までの間に生まれた男性に対し、

風疹の抗体検査と予防接種の無料実施を行ってい

ます。令和元年度の対象者の抗体検査実施率は約２

９％ということで少し少ないので、今後も周知を行

っていきたいと考えております。 

 次に、２４５ページをお願いします。一番上の公

立豊岡病院組合の負担金ですが、３０年度と比較す

ると、約３億９８０万円の増となっております。こ

の主な要因は、繰り出し基準にある建設改良費の企

業債、元利償還金分の増によるものです。歳出は以

上です。 

 続きまして、一般会計歳入の主なものをご説明い

たします。 

 ３９ページをお願いします。真ん中辺りになりま

すけども、がん検診推進事業費補助金から緊急風疹

抗体検査等事業費補助金まで健康増進課分で、それ

ぞれ国の補助率は補助対象経費の２分の１、それか

ら２分の１、３分の１、３分の１、２分の１になり

ます。緊急風疹抗体検査等事業費補助金については

新規の項目になります。 

 次に、４７ページをお願いします。下から３つ目

の枠の健康増進事業費補助金から利用者支援事業

費補助金まで健康増進課分となっておりまして、そ

れぞれ県の補助率は補助対象経費の３分の２、２分

の１、３分の１、２分の１、３分の１となっており

ます。 

 次に、６３ページをお願いします。下から７枠目

は、地域振興基金繰入金ですが、母子保健事業費に

８００万円と公立豊岡病院組合負担金に１，０００

万円が充当されています。 

 次に、７５ページをお願いします。下から７行目

です。兵庫県後期高齢者医療広域連合補助金ですが、

後期高齢者の健診事業に係る広域連合からの補助

金となっております。歳入は以上です。 

 最後に、６２２ページをお願いします。債権の一

番下になります。緊急医師確保対策就業支度金貸付
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金については、令和元年度で終了しています。説明

は以上です。 

○分科会長（西田  真） 終わりましたか。 

 説明は終わりました。質疑、意見等はありません

か。（「ページめくるのに慣れましたわ、大分」と

呼ぶ者あり） 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） よろしいか。（「委員長、

委員長、まだまだあかんで、ちょっと言いたいこと

がある、伝えたいことがある」と呼ぶ者あり） 

 分科会を暫時休憩します。 

午前１０時１０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時１０分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 分科会を再開します。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） １９７ページにしてください、

１９７ページ。その辺りからそれぞれ各福祉センタ

ーの状況がそれぞれ管理費が出てるんですけども、

この関係で、どうなんでしょうね、各福祉センター

の空き室状態とかがあると思うんですけども、その

辺の活用方法だとか、なければいいですけれども、

やはり言ってみれば、無駄が生じてるなという思い

がするんですけども、その辺をちょっと多分センタ

ー単位で、総合的でいいですけども、教えていただ

けたらありがたいですが。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 未活用の空き部屋が

多いということです。 

 委員おっしゃるとおり、未活用の空き部屋が多い

です。城崎とか竹野では７割近く活用されてない部

屋がございます。そういった活用策ということで複

合化という案が出ておりますので、公共再編計画の

中で複合化ができないかどうかいうところを今現

在その辺りを検討してるところでございます。そう

いった中で充足してくればいいかなとは思ってお

るんですけれども、おっしゃるとおり、今は空き部

屋が多いような状況だということです。 

 それから、ちょっと追加になりますけども、貸部

屋のほうもあるんですけども、貸部屋のほうも利用

が低迷してるというような状況になっております。

以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） 分かりました、公共施設再編

計画の中でも、恐らくウエートも大きいと思います。

しかし、需要は、福祉センターとしての位置づけと

いうのは、各市町単位で、旧市町単位でやっぱり必

要だと思います。しかし、ちょっと規模と需要内容

とがマッチしてないというのが現実ですので、何と

かいい方法を探る。 

 例えば、日高とかでしたら、福祉の関係の、障害

者の関係の方が入って活用されたりということが、

それでもまだたくさん部屋は空いておる状況です。

何か応募だとか、部屋が空いてますよとかいうよう

なことの中でのＰＲといいますか、周知をして活用

できるようなこと、例えば、今日は会費が少し安い

ですとかいうようなことができるのであれば、有効

活用というのは必要じゃないかなとは思うんです

けども、その辺の考えというのは何かございますか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） 例えば城崎なんかは、

２階部分に以前はデイサービスが入っておりまし

たけれども、それが２年ほど前に廃止になっていっ

たということで、そこの活用部分について、一度ホ

ームページ等を通じて広く募集はいたしました。何

度か募集したんですけれども、そこが埋まるような

応募がなかったというような状況で、今は随時募集

をしてるような状況でございます。 

 それから、日高健康福祉センターについても、今

現在はＮＰＯ法人である、そらさんであるとか、あ

るいは、日高共同作業所がこれからまた来年入って

こられますけれども、そういった中で割と充足して

きたのかなというふうに思っております。 

 未活用のところもたくさんありますので、今後、

複合化ですね、まずは複合化という視点で埋めるこ

とができないのかどうか、その辺り探っていきたい

なというふうに思っております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 



 9 

○委員（井上 正治） 対応よろしくお願いをいたし

たいと思います。またよろしくお願いします。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ２４６ページの説明の豊病の

負担金という項目ですけど、ちょっと教えてほしい

なと思って。 

 この決算で２５億９，６９０万８，０００円とい

う確定値が出ておりまして、昨日ちょうど見とった

ら、豊病のほうの数字を見ると、豊岡市からの、こ

れは分賦金の比較表っちゅうのが出てると思いま

す。２５億６，８５７万３，０００円か、というこ

とは何か違うね。２，８００万円ほど差があると。

これは何でこういう差が出るのか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） ここの負担金の中に

は、本体のほうの分賦金と、あと周産期医療センタ

ーの負担、それからドクターカーの負担も入って…

…。 

○委員（福田 嗣久） ドクターカー。 

○健康増進課長（宮本 和幸） はい、ですので、周

産期とあとドクターカーの分でその差が出てきて

ると……。 

○委員（福田 嗣久） だから２，８００万。 

○健康増進課長（宮本 和幸） はい、ということで

す。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 理解できました。何で数字が

違うのかなと思って今聞いたけどな。 

 それと、宮本課長、ようご存じでしょうけれども、

大変厳しい決算が出てますわね、病院のほうの。一

般質問でもありましたけど、この分賦金の送金とい

うんか、支払いを前倒しにしてるという話を再々聞

いてるんですけれども、基本的なルールがどういう

支払いをするというふうになってて、前倒しっての

はどういうふうにされてるんか、ちょっと教えてい

ただけますか。病院のほうでもこっちでもそういう

話をよう聞くので、基本のルールと実際前倒しをど

ういうふうに応援してるのかという。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 支払いについては年

３回ということで、４月と８月と１２月が例年だった

んですが、４月は同じということで。 

○委員（福田 嗣久） ４月は一緒。 

○健康増進課長（宮本 和幸） そうですね。ちょっ

と真ん中の部分が、すみません。（「６月、１１月」

と呼ぶ者あり）６月。（「それと１１月」と呼ぶ者

あり）６月、１１月に前倒し、従来は８月と１２月。 

○委員（福田 嗣久） 要するに、ルールとしては４

月末でいいのかな、そうじゃないか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 例年は４月中という

ことだったんですが……。 

○委員（福田 嗣久） ４月中か。 

○健康増進課長（宮本 和幸） はい、今は豊病のほ

うからなるべく早くということで、上旬に支払うよ

うにしてます。 

○委員（福田 嗣久） なるほどね、そうですか、は

い。 

○分科会長（西田  真） どうぞ、福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ルールのあれだと、４月中、

８月中、１２月中の、４月はなるべく早く、８月は

６月、それから１２月は１１月というふうにという

ことですね。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） その月で、なおかつ

早めにということで、それぞれ上旬に支払うように

してます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 一つ前倒しで支払いをすると

いうことは、応援体制ということになりますわね。

それはそれで了解いたしました。 

 それで、これは病院議会でも、この市議会でもよ

く話題になる、構成市としての応援ということで部

長が答弁されてましたかな、答弁されてましたけれ

ども、基本的に今期がどうだったかな、決算が２億

４，６００万円の内部留保資金のマイナスというこ

とで決算来て、前期から比べて４億下方になっとっ
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たんですけれども、いずれにしても、前倒しという

のが一つの効果が、資金繰りとしては効果があるし

ということなんだけども、どっちの話を聞いとって

も、頑張ります頑張っていただきますというだけの

ことなんで、具体的な考えが少しでも発展すること

はないんですけども、ここで問う問題じゃないかも

分からんけど、決算のあれで。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 議会の中でも、市長

も触れておりましたが、病院のほうとしては、計画

プランということで今進めている。それが本当に計

画どおりに進んでいるかというと、まだまだ計画を

しっかりと進める余地があるというのが、うちとし

ても認識、豊病としても、恐らくそこが計画どおり

には進んでいないという認識は、多分同じようにあ

ると思います。そうすることの中で医師の確保の問

題であったり、そういったことが患者の確保という

ことにもやっぱりマイナスに響いていくというよ

うなところが見えておりますので、やっぱりそこら

辺、医師の確保ということも豊岡病院と一緒になっ

て市長のほうも動かしていただいたりというよう

なことももちろんございますので、そこをしっかり

と病院として、その計画、改革プランが実現できる、

その努力をもう少ししていただくということが市

としても必要なんだという認識でおるということ

です。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 改革プランの予定どおり進ん

でないっちゅうことは私も実感してるんですけれ

ども、その中で、決算とは直接は関係ないかもしれ

ませんけれども、今期の４、５、６辺りはかなり外

来も入院も落ち込んでるということと、もう一つは、

プラス要因としては、コロナの患者を受け入れた場

合の入院、要するに診療報酬を上げておくというこ

ともあるけれども、そんなんで間に合うんかなとい

う気がした、大変心配はしてるんですね、実は。だ

から、部長言われること、改革プランが実行できて

ないということは私も認識はしてるんですけれど

も、そういう心配もあって、手後れにならんように、

やっぱしよく課長共々見ていただきたいな、もちろ

ん見ておられるんでしょうけども、そんな心配もし

ておりますので、その辺はいかがでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 実は、この経営改革

プランの評価の委員会のほうに、私どもも参加をさ

せていただいております。そこは大学の先生ですと

か、各地域の区長会、地域というか、豊岡市と朝来

ですよね、であったり、医師会長であったり、もろ

もろの方々に参加をいただきながら、どうあるべき

かというようなことの評価もいただいております。

私もそこに参加をさせていただいてますので、ここ

の部分をもう少しこうではないかっていうような

ことのご意見も言わせていただいております。 

 一方で、先ほどありました、この４、５、６とい

うのは、まさにそのコロナの影響を受けての部分で

ありますので、これはまた別の事情ということで、

実態として、ここが非常に厳しい状況になっている

なっていうのは、私どもも認識をいたしております。

そこの体制として、もうそこの病棟、東のほうを全

部それ用に当てようというようなことの動きもし

ているということからすると、そこがそもそも一般

の収入がなかなか入りにくくなってるというよう

な状況も承知はいたしておりますので、そこは注意

深く見ながら、できる連携はさせていただきたいと

は思います。 

 ただ、経営という部分でいうと、先ほど言ったよ

うな、まだまだプランとしてそこをしっかり進めて

いただくべきことがまず先決かなという認識でお

ります。しっかり注視していきます。 

○委員（福田 嗣久） はい、分かりました。ありが

とうございます。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 竹中委員。 

○委員（竹中  理） ２３７ページの歩いて暮らす

まちづくりの推進事業費ということで、ちょっと操

作してたんで、とよおか歩子の寄附の金額とか、ち

ょっともう一回、すみません、お願いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 
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○健康増進課長（宮本 和幸） 歩子の分での寄附相

当額は４３万６，１４０円になります。トータルと

したら１１３万７，６９２円ということになります。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 どうぞ。 

○委員（竹中  理） すみません、あと、アプリの

使用料みたいなんがどれぐらいかかるのかなって

いうのと、あと、若いＰＴＡのお母さん方とかには

非常に使いやすいと好評なんですけども、紙ベース

と、このアプリと、その使われてる割合はどれぐら

いあるのかなというのと、すいません、あと、この

アプリで分析ができるのかどうか。例えば１日３，

０００歩を目標にしてる人が何人いるとか、１日１

万歩を目標にしてる人が何人いるのかとか、その辺

の分析ができるのかどうかお願いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） まず、１つ目の使用

料というか維持費ですが、アプリのシステム保守点

検ということで年間３２万７，０００円になります。 

 それと、割合ですが、すみません、ちょっとそこ

までは出してませんでしたので、また調べて報告し

たいと思います。 

 あと、分析のほうですが、分析もこちらのほうデ

ータがありますので、ちょっと今日は手元にその資

料は持ってませんが、１，０００歩が何人とか、あ

と、それぞれの歩数の割合に応じた分析はできるよ

うになっております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 竹中委員。 

○委員（竹中  理） 資料をまたお願いします。そ

れに併せて、各施設ごとの寄附してる金額とか分か

りますかね、それも併せて一緒にお願いしたいと思

います。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 昨年度実施したとき

のそれぞれ寄附の状況については資料を作ってお

りますので、また報告したいと思います。 

○委員（竹中  理） お願いします。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（竹中  理） はい。 

○分科会長（西田  真） そしたら、先ほど竹中委

員が言われた資料の提出を全委員のほうによろし

くお願いいたします。よろしいですね。 

 ほかにありませんか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） すんません、１件、２３９ペ

ージ、予防接種の事業費についてお尋ねをいたしま

す。一般質問の中でも質問をさせていただいた経過

があるんですけども、昨年度、高齢者インフルエン

ザ予防接種は５８．８％の接種率であるということ

なんですけども、この辺の評価と、それから、今コ

ロナ禍にあるということの中で、この季節性インフ

ルエンザに対しての今後の市の対応予定、再度お示

しをいただきたいと思いますが、いかがですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 対応予定については、

答弁のほうでもさせてもらってますように、６５以

上の方については１０月１日から補助開始という

ことになっております。それ以外の方は、補助とい

うのは考えてないということです。 

 それから、率については、例年同じような率にな

りますので、高いか低いかという。 

○委員（井上 正治） 評価ですね、これがいいのか、

このレベルでいいのか、あるいは、もっと接種率を

上げていきたいのか、コロナ禍にあってですよ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） はい、すみません。 

 でしたら、率ということでいけば、もう少し上が

ったほうが、もう少しというか、高くなったほうが

いいであろうかなと思うんですが、どうしてもされ

ないという方もありますし、接種率を上げるために

いろんな周知は図っているところです。 

○分科会長（西田  真） 井上委員。 

○委員（井上 正治） それはもう普通のありきたり

のご答弁だと思うので、やはりコロナということを

踏まえれば、高齢者が非常に重症化しやすい可能性

がある。豊岡も１名、ほぼ落ち着いておられるんで

はないかなという思いはするんですけども、やはり

市民の安心・安全というものを担保しようと思えば、

もちろん家族内もそうですし、非常に家族内の感染
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率が東京にしても高いということを踏まえれば、や

っぱりインフルエンザもそういう傾向になると思

うので、一家で誰かがインフルエンザに感染すると、

やっぱり家族内で感染する。子供たちがよく持って

帰ってくるんですね、いろんな病気持って帰って、

年寄りにうつって、それが重症化するという傾向が

あるので、そういうものを防ぐ意味においても、予

防というのは必要不可欠のものであるというふう

に思っておりますので、市民にしっかりと制度化し

たものをしっかり周知、再度していただいて病気の

重症化を防ぐと、感染症を防ぐということが求めら

れると思いますので、それと同時に、なかなかの金

額なんで、全てそれがインフルエンザを防ぐという

ことにはなりません。これはもうこれまで我々もよ

く経験をしております。しかし、予防注射をしても

重症化になりにくいというのは、一つの流れにある

とは思いますので、やはりそういう部分においても

しっかりとしていただきたいと。 

 それと、なかなか金額が高い、何で市内で２，０

００円台から４，０００円、５，０００円台まであ

るのかな。その辺のからくりが全く我々には分から

ないんですけど、私立の診療所さんとかは、診療所

じゃない、私立の開院されてるところは、非常にお

安いところがそれなりにありますわね。豊岡病院は

非常に、来るなというのかもしれませんけど、非常

に高いという、私自身は感じておりますので、少し

その辺も全体の予防を図る意味でも減額であると

かいうふうなことも私は必要じゃないかと。他市に

おいても比較的有利な制度を考えておられるとこ

ろもございますので、よそのちょっと調査もしてい

ただきながら、やはり豊岡市としても、市民の安

心・安全を少しでも高めるためにも、私はコロナの

ワクチン等がまだできてない段階においては、せめ

てインフルエンザでそういうものを防ぐというこ

とが必要かなと。 

 昨年度も結構学校においても休校、全体休校はな

かったと思いますけど、学級閉鎖だとかいろいろさ

れている経過はあると思いますので、その辺をどの

ようにお考えなのか、いま一度聞きたいと思います。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 重症化ということで

６５歳以上の方が可能性が高いので補助をしてい

るということです。 

 それと、予防に関しては、答弁のほうにもあった

ように、手洗いですね、それからあと、手指消毒と

マスク、これを徹底するということで周知はしてい

きたいなと思ってます。補助については今の６５歳

以上ということです。 

 あと、インフルエンザのワクチン代、これは自由

診療になりますので、それぞれの先生方のところで

の料金設定になりますので、これはいろいろありま

すけども、市からどうこうっていうのはちょっと言

えないというような状況になります。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 補足してといいます

か、おっしゃるように、高齢者が重症化しやすいと

いうことでもって、この高齢者のインフルに関して

は補助制度を設けている、もうそのとおりでありま

すので、いかに本当に接種をいただくか、そこは私

らの課題だというふうにもちろん認識をしていま

す。押しなべての平均が５８．８％ということであ

りますけれども、実はその６５歳以上のうちでも年

齢区分をずっと例えば見ますと、若いっていっても、

要は６５から７０までとか、その辺があまり受けて

おられない。本当に高齢な人はほぼほぼ受けておら

れる。恐らくですけれども、施設に入所しておられ

るようなところは、施設そのものが勧めることもあ

って、ほぼ１００パーに近い形で受けておられるん

でしょうが、自分自身まだ元気だと思っておられる

高齢者っていうのが比較的受けておられないとい

うようなことがやっぱりありますので、在宅で元気

だと思っておられる方も含めて、そこがしっかり受

けていただけるようにということのＰＲはぜひと

もしっかりしていきたい。 

 ただ、一方で、コロナとの関係ということになり

ますと、コロナを抑えるためにということでは、ち

ょっと実質的効果は多分少ないだろうというとこ

もあって、ここは粛々とインフルエンザの予防接種
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ということをしっかり進める、そちらのほうに注視

しながら、今年のというか、この１月頃の状況につ

いては、議会の中でもご答弁させていただきました

が、その前の１２月はすごい今年の今期のほうが伸

びとって、これは危ないなと思っとったのが、コロ

ナが出たとたんにすこんと落ちたというところか

らすると、まさにそこをみんな意識して行動してい

ただくことで答えは変わってくるなというのがあ

るので、そこも併せてしっかりと、三密であったり、

感染症予防ということの啓発をしていきたいなと

思ってますので、そのようにご理解いただけたらと

思います。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 井上委員。 

○委員（井上 正治） 何回も言いますけども、やは

り一般市民に対してもできる限り受けやすい環境

整備といいますか、料金体制も含めてしっかりと対

応していただきたいというふうに思います。これは

意見です。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 先ほどの竹中委員の

質問のところで、資料はまた出しますが、紙とそれ

からアプリの割合です。紙、手帳とシートがまだ令

和元年度はあったんですが、合わせて３８％、歩子

のアプリが６２％となってます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 今、答弁していただきま

したけど、資料は全員にお願いします。 

 ほんで、インフルエンザの６５歳以上の年齢別の

統計もできておるという話、今部長が言っておられ

ましたので、その表も全員のほうに提出願いたいと

思います。 

 ほかに、よろしいね、今言うたやつ。資料の提出

大丈夫ですね。（「はい」と呼ぶ者あり）よろしく

お願いします。 

 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 井上さんの件に附帯してとい

うか、６５歳以上のインフルエンザの接種ですけど、

何ぼ、定額補助ですか。例えば、私が受けたら何ぼ

補助がある。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） ワクチン相当を豊岡

市が補助して、本人さんは１，５００円の負担とい

う形になります。以上です。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） そうすると、４，０００何が

しだったような気がしたんで、それで１，５００円

で受けれる。大勢の人に案内せんならんな、困るな。

いえいえ、冗談ですけど。それでもね、６５歳過ぎ

たら重症率が高いっちゅうことが、どちらにしても

インフルエンザでもね、やっぱりできるだけ受けと

くことにこしたことがないと思って今聞いておっ

たんですけども、分かりました、１，５００円ね。 

○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） ちょっとまた関連なんですけ

ども、このインフルエンザの実際患者さんを受け入

れられる、いわゆる医師会のほうから、その点に関

して何か要望とかそういうことっていうのはある

んでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 正式に医師会からイ

ンフルエンザに関して要望というのはないんです

が、違う会議の中でインフルエンザの補助が拡大で

きないのかなという話はありました。 

○分科会長（西田  真） 清水委員。 

○委員（清水  寛） 恐らく医師の、看護師さんも

そうなんですけど、やはりそこの安心・安全という

ことも患者さんに直接、要は対面で接する場所にも

なってくるので、その方たちの気持ちの部分という

のもやはり考えていく上では加味する必要がある

のかなというふうにも思いますので、その辺もぜひ

考慮していただけたらと思います。これは要望とい

うことで。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（清水  寛） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 どうぞ、上田委員。 

○委員（上田 伴子） 二、三点お聞きしたいんです

けれども、先ほど豊岡病院の２４５ページのところ
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で言われたんですけど、ちょっとそれに直接関係で

はないんですけども、今、前は一般の入院患者さん、

３か月したら退院のような感じだったけど、今は１

か月ぐらいで退院ということみたいでして、それは

やはりコロナの関係でいろいろ大変だからそうい

うふうに短くなったのか、そういうとこら辺をちょ

っとお願いしたいです。 

 あと、２１１ページの老人福祉事業費で、前３事

業されたんですけれども、これの大体総額が、今そ

の３事業を含めての総額が２，３２４万９，０００

円となっていますが、これについては、前年度より

増えているのかどうかっていうところ、ちょっと私

が見ればいいんですけども、そこら辺とか、それか

ら、ふれあいいきいきサロンにしても、玄さんにし

ても、高齢者安心見守りにしても、前年度よりも増

えているということではありますけれども、やはり

そこら辺でなかなかそういうことが３事業ともで

きていない地区がどれぐらいあるか、ちょっとお願

いしたいです。そんだけだったかな。 

 あと、すみません、あと、２０３ページの障害者

自立支援給付事業費のところになるのかなと思う

んですけれども、これは決算なのであれなんですけ

れども、今の状況みたいなことにも関わってくるの

かなと思うのでちょっとお聞きしたいんですけれ

ども、このコロナの状況になってから、大変そこら

辺で共同作業所とか、そういうとこら辺に大変な、

請け負っとんなる仕事が旅館のこんな、しょうゆつ

ぎというんですか、ソースやなんかの入れ物だった

りとか、いろんなそういうようなことで仕事量が減

って、作業所に通ってる人たちが仕事がなくて、作

業所自体の運営もいろいろ大変になっているとい

うようなことを聞いたんですけれども、でも、作業

所に対しての補助金みたいなことでやっとんなる

んかなと思うんですけども、そこら辺の状況とその

３点お願いします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） まず最初に、豊病の

入院日数についてですが、これはそれぞれ診療の内

容や病気の内容にもよるんだと思います。ちょっと

こちらのほうでは、短くなったとか、長くなった、

そういったのは把握はできていませんというか、で

きないと思ってます。 

 玄さんの関係です。団体数でいけば、平成３０年

度が１８７、令和元年度が２１０ということで増え

てます。額にしても、前年度、３０年度から比べた

ら７９万５，０００円ということで奨励金のほうも

増えてるという状況です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） 先ほど上田委員の

ほうから質問がありました、３事業の関係の、まず

トータルの金額なんですけれども、２０１７年度に

敬老会開催事業ということで、そちらのほうの事業

費の総額が２，０９０万１，２７４円でした。それ

が２０１９年度の令和元年度の実績を見ますと、ふ

れあいいきいきサロン、玄さん元気教室、高齢者の

見守り活動の総額が１，９９０万５，０００円とい

うことで、ほぼ敬老会開催事業の一つの事業費が３

つの事業を全てカバーしているような状況で、いろ

んな事業が同じ体系の中で利用できてるというよ

うな状況になっております。 

 あと、実施の状況なんですけれども、それぞれ全

ての事業について増加のほうはしております。それ

で、昨年度３事業とも未実施というような地区は２

６地区ございました。その中で、やっぱりできてい

ない団体の行政区の人数を見てみますと、やはり高

齢者の数が２４人以下ですね、行政からしたら少な

い人数だからこそすぐできるように思うんですけ

ど、逆にそちらのほう、担っていただくというか、

お世話していただく方がやっぱり地区になかなか

いないということで、逆に小さい行政区ほど実施の

ほうが３事業ともできていない。大きい地区はそれ

なりに皆さんで協力して実施して手分けしてでき

るんですけども、小さい地区がなかなか実施ができ

てないというような現状がございます。 

○分科会長（西田  真） 上田委員、よろしいか。 

 どうぞ。 

○社会福祉課長（原田 政彦） すみません、共同作

業所、Ａ型、Ｂ型事業所ですね、その辺りの具体的
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な状況がどうなってるのかいうのはちょっと今資

料手元にないので、一つ一つ細やかには言えないん

ですけれども、大きな傾向としては、仕事が減って

きているところと減ってはきても新しい仕事を見

つけてきて、それで運営しているところと様々な作

業所があるということです。減ってきているところ

につきましては、一応自宅待機をしていただいてい

たというような状況もあります。ちょっとざっくり

した傾向で詳しいことは分かりかねる、今はちょっ

と資料がないので分かりかねるんですけども、今は

そういう状況だったというふうに聞いております。

以上です。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 先ほどの老人の３事業ですけ

れども、２６地区が未実施ということで、そこにつ

いては、これからはどういうふうにアドバイスとい

うか、指導を入れていこうと思っておられるんか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○高年介護課参事（武田 満之） そちらにつきまし

ては、社会福祉協議会のほうとも協議しまして、サ

ロンの関係は社会福祉協議会のほうが直接現地の

ほうに行って運営指導、助言もするというようなこ

とで、区長さんのほうを通しましてさせていただい

ておりますし、あと、見守り事業につきましても、

こちらのほうで何とか少しでもというようなこと

で、あまり負担のならないような形で実施してくだ

さいということで声かけのほうはさせていただい

てるような状況でございます。できるだけ分からな

いことがあったら聞いてくださいとか、あと、どう

いう形でやるんだというのは、きちんとやっておら

れる区もありますので、そちらのほう、こういう形

でやっておられますよというようなことを具体的

にちょっとアドバイスしながら協力していただく

というようなことをさせていただいております。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 実は私、ある地区の老人の方

から、玄さん教室に、あったら行きたいんやけど、

うちの区は区長さんがアンケートを地区の高齢者

に取んなって、そんなんあっても行けへんという人

が圧倒的に多かったので実施できへんっていうと

ころがあって、でも、その方は行きたいのでって言

われて、隣の区でやっておられるから、そこにちょ

っと行かせてもらわれへんやろかって言われたの

で、お隣の区の区長さんにちょっと相談したりしま

して、いいですよって感じで、今はそちらのほうに

毎週しておられるもんだから、電動の動かすやつで

通っておられるんですけども、何かやはり区として

はできていないけれども、すぐ隣の区でやっておら

れたら行きたいというような方があれば、そういう

ようなこともしてもらったらいいみたいなことを

何か知らせるとか、何かそんなこともええんかなと

思ったりしますので、またご検討ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○健康福祉部長（久保川伸幸） 今、上田委員がおっ

しゃったような、現実としては、そういった取組を

いただいてる地区もあります。スタートしておりま

したモデル地区として４地区やっていた桑野本も

隣の大森地区というところから通われて、本当に元

気になられた、それが近隣の方が見ておられて、ま

あ、あんなに元気になるんだったらということで大

勢参加者が出たっていうようなこともありますが、

一方で、それはそれぞれの区が受け入れいただける

かどうかっていう事情もやっぱりございますので、

一律何でも誰でも必ず受けていただけますという

言い方をこちらからするというのはなかなか難し

いかなと。そういった声があれば、ご相談をいただ

ければというようなことをお声かけさせていただ

くことも、それは可能だと思います。 

 一方で、その集落の中で区長さんがなかなか難し

い言われたらやりにくいとこもあるんですけども、

人数集めてもらえさえすれば、来る方拒まずの姿勢

でやっていただくことさえ基本にしていただけれ

ば、１０人以上まとまるんなら、そこはそれでやっ

ていただく。そこに区長さんにも仁義切っとくとい

うようなやり方もできるのかなとも思ったりもし

ますので、そこはまたご相談いただく中で臨機に対

応できればいいんじゃないかなというふうに思い

ますので、そのようにご理解いただければと思いま
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す。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんね。 

 質疑を打ち切ります。 

 先ほど、竹中委員が言われましたアプリの分析等

の資料と、そして、いきいきサロンとか、玄さん元

気教室、見守りとか、その辺の統計資料もあります

ね。それも各委員さんに提出のほうお願いしときま

す。よろしいですね。 

 分科会を暫時休憩します。 

   午前１０時４８分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１０時４８分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開します。 

 次に、第１２１号議案、令和元年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（直診勘定）歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、国民健康

保険事業特別会計（直診勘定）の歳入歳出決算の説

明させていただきます。 

 ４７３ページをお願いします。全般的な経営の概

況については、別冊の令和元年度主要な施策の成果

を説明する書類の４０ページから４２ページに掲

載しております。ご確認いただきたいと思います。

総じて安定した運営はなされているということで

すが、患者数のほうについては減少傾向にあります。 

 それでは、決算書４７３ページです。決算の総括

ですが、歳入総額８，８８７万２，４８５円、歳出

総額８，４６０万２，０１５円、歳入歳出差引額４

２７万４７０円です。 

 続いて、決算事項別明細書により、歳出から大き

く変動のあった点についてご説明いたします。４８

５ページをお願いします。備考欄の一番下ですが、

医療用備品について、自動血球計数ＣＲＰ測定装置

と分包器を更新しております。 

 次に、歳入に移ります。戻っていただいて、４７

９ページをお願いします。備考欄、上から５行目で

す。設備整備事業補助金と一番下になりますが、機

械器具整備事業債については、先ほどの医療用備品

の更新に係る県からの補助と過疎債になります。 

 次に、６０６ページをお願いします。実質収支に

関する調書の真ん中辺りになります。国民健康保険

事業（直診勘定）です。 

 １、歳入総額８，８８７万２，０００円、２、歳

出総額８，４６０万２，０００円、３、歳入歳出差

引額４２７万、５、実質収支額４２７万です。説明

は以上です。 

○委員長（西田  真） よろしいですね。説明は終

わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２１号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１２３号議案、令和元年度豊岡市介護保

険事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 恵後原課長。 

○高年介護課長（恵後原孝一） 第１２３号議案、令

和元年度豊岡市介護保険事業特別会計歳入歳出決

算に認定につきましてご説明いたします。 

 主要な施策の成果を説明する書類では４５ペー

ジから４７ページに記載されておりますのでご確

認ください。 

 それでは、決算のほうをご説明いたします。歳入

歳出決算書の５０３ページをご覧ください。介護保

険事業特別会計の総括表ですが、歳入総額は９９億
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７，１７４万４，９０６円、対前年度比でいいます

と４．７％の伸びになります。歳出総額は９５億３，

２９２万１，３８２円、対前年度比３．８％の伸び

でございます。歳入歳出差引額は４億３，８８２万

３，５２４円でございます。差引額は令和２年度へ

繰り越しいたします。 

 介護保険では、介護保険事業計画が直接的に当初

予算に反映する仕組みを取っていることから、決算

説明に入ります前に事業計画と予算、決算の関係を

説明させていただきます。 

 介護保険事業は３か年を１期とした事業計画に

沿って運営しており、令和元年度は第７期介護保険

事業計画期間の２年度目に当たります。この計画で

は、３年間の各年度の保険給付費等の見込額を決定

し、この給付見込額等を基に３年間の第１号被保険

者保険料の必要額についても算出いたします。算出

したこれらの計画額をそのまま介護保険事業特別

会計の当初予算としております。 

 また、計画は３年間のトータルで収支均衡を原則

としております。計画期間中は後の年度になるほど

サービス利用者が増え、施設整備等も充実するため、

サービス量増加に伴って保険給付費は増えていく

推計の金額としております。これに対し、介護保険

料の基準額は３年間固定で被保険者の人数と所得

分布見込みにより収納額を推計しております。よっ

て、計画上、３年間の各年度の収支を大まかに見ま

すと、計画の初年度は黒字、２年度目は収支均衡、

最終年度となります３年目は赤字というのが、介護

保険事業特別会計の特徴的なところです。 

 しかしながら、２年度目に当たる令和元年度の決

算は黒字となりました。それでは、令和元年度の決

算が黒字になった主な理由と併せて、当初予算と大

きく変更になった部分と特徴的な部分とをご説明

申し上げます。 

 ５０８ページをお願いいたします。まず、歳入で

すが、上段の保険料の収入済額が約１８億７，４３

２万２，０００円と予算現額と比較しまして２，８

０３万５，０００円の増収になったことが上げられ

ます。主な増収理由といたしましては、所得段階区

分ごとの被保険者の分布におきまして、計画時の想

定よりも所得段階区分がより高い被保険者の方が

多かったことによるものです。また、計画上の予定

収納率よりも実際の収納率が約１ポイント高かっ

たことにより増収になったものと考えております。 

 次に、中段より下、調整交付金ですけれども、収

入済額が約５億９，７７２万５，０００円と予算現

額に比べ４，７２９万４，０００円の増収になった

ことが上げられます。これにつきましては、国の資

料により見込んでいた交付割合よりも高い割合で

算定された交付金額が交付されたことによります。 

 また、歳出のほうでは、５２２ページの中ほどを

ご覧ください。保険給付費の支出額を見ますと、対

前年度比で１０２．８％と伸びてはおりますが、計

画額である当初予算額との比較対比では９５．１％

にとどまり、予算現額に対する不用額は約３億３，

１６３万６，０００円と非常に大きな金額となりま

した。 

 ５２８ページの中ほど、地域支援事業費の執行に

おきましても同様の傾向で、約１，８０８万４，０

００円が不用となったことが上げられます。これら

が決算が黒字になった主な要因となっております。 

 続きまして、特徴的な箇所を事項別明細等により

ましてご説明いたします。 

 まず、歳出からご説明いたします。令和元年度は

新規事業や抜本的な介護報酬の改定はなく、基本的

に例年どおりの事業を実施しました。 

 ５２２ページをお願いいたします。先ほどご説明

いたしました保険給付費の不用額の主な内訳とし

ましては、居宅介護サービス給付費１億５，５５５

万１，０００円、地域密着型介護サービス給付費９，

１５４万９，０００円、施設介護サービス給付費５，

３１７万３，０００円で保険給付費不用額の９０．

５％を占めております。給付費が予算より少なかっ

たサービスといたしましては、通所介護、特定施設

入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護療

養型医療施設などが上げられます。この中で通所介

護などの通所系サービス全体では、事業所が増えた

ことを受けて利用件数は前年度と比べて一月当た
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り３８件多くなっておりますが、要介護状態区分が

要介護４、５の高い方の利用者が減りまして、低い

単価の要介護度１から３の方の利用が増えている

状況から給付費が減少した結果となっております。

この一方で、訪問介護やショートステイでは利用が

増えたことによりまして、給付費が増大しておりま

す。 

 そして、特定施設入居者生活介護と小規模多機能

型居宅介護では、施設整備におきまして、計画から

の遅れにより給付費が計画金額より１億５，４００

万円程度少ない影響があったものです。また、施設

系サービスのうち、医療の必要性が高い介護療養型

医療施設と介護医療院では利用者が少ないため、支

出額が少なかったものです。 

 続いて、歳入についてご説明いたします。５０８

ページの上です。保険料及び５１２ページ、一番下

の低所得者保険料軽減繰入金の補正予算額につき

ましては、低所得者の第１号被保険者保険料の軽減

強化拡充によるもので、結果としまして８，７５３

人に対し６，４２５万９，０００円の軽減を実施し

ました。 

 続きまして、実質収支につきましてですが、６０

６ページをお願いいたします。５、実質収支額は４

億３，８８２万４，０００円です。 

 介護保険給付費準備基金は６２３ページの下か

ら４行目をお願いいたします。決算年度末現在高は

２億６，４７３万１，０００円です。説明は以上で

す。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。 

 本案は、原案のとおり認定すべきものと決定して

ご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２３号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１２４号議案、令和元年度豊岡市診療所

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題

といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 宮本課長。 

○健康増進課長（宮本 和幸） それでは、令和元年

度豊岡市診療所事業特別会計歳入歳出決算につい

て説明をいたします。これについては、豊岡休日急

病診療所、それから森本診療所、神鍋診療所、高橋

診療所、但東歯科診療所の状況になります。 

 それでは、５４５ページをお願いします。各診療

所の経営の概況につきましては、別冊の令和元年度

主要な施策の成果を説明する書類の４８ページか

ら５５ページに掲載しております。 

 ご確認いただきたいと思いますけども、総じて安

定した運営はなされていると考えております。ただ

し、休日急病診療所については、インフルエンザの

流行が抑えられた結果だと考えられますが、２０１

９年１２月以降の診療人数が前年の２０１８年１

０月以降と比較しまして、１，２１０人から７５７

人ということで４５３人の減少となっています。た

だ、その他の診療所につきましては若干の減少が見

られますが、そういう程度になっております。 

 それでは、５４５ページで決算の総括ですが、歳

入総額２億７，７３０万９，２２４円、歳出総額２

億６，０６１万３７６円、歳入歳出差引額１，６６

９万８，８４８円です。 

 次に、決算事項別明細書により歳出から大きく変

動のあった点についてご説明いたします。 

 ５６５ページをお願いします。備考欄の４枠目の

一番下になります医療用備品です。これについては、

森本診療所の医療用備品になりますが、超音波診断

装置を更新しております。 

 戻っていただいて、５４６ページをお願いいたし

ます。歳入についてですが、診療収入のほか、各診

療所の備品購入や施設修繕、運営費の補填として一
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般会計からの繰入れを行っております。 

 次に、６０７ページをお願いします。実質収支に

関する調書の６０７ページの１列目です。診療所事

業になりますが、１、歳入総額は２億７，７３０万

９，０００円、歳出総額が２億６，０６１万円、３、

歳入歳出差引額が１，６６９万９，０００円、５、

実質収支額が１，６６９万９，０００円となります。

説明は以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２４号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 以上で健康福祉部に係る審査を終了します。 

 健康福祉部の皆さんは退席していただいて結構

です。ご苦労さまでございました。 

 委員会を暫時休憩します。再開は１１時１５分。 

   午前１１時０７分 委員会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時１５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開

します。 

 それでは、第１１９号議案、令和元年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、市民生活部所

管分を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。一般会計については、歳出、続いて所

管に係る歳入、財産調書の順で、また、特別会計に

ついては、歳出、続いて所管に係る歳入、実質収支

調書の順でお願いします。 

 なお、審査時間に限りがありますので、所管事項

を逐一説明するのではなく、新規事業や平年と比較

して変化の著しい事業等を抜粋して説明願います。

説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせく

ださい。発言の最初に課名と名字をお願いします。

質疑は説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、第１１９号議案、令和元年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、組織順に説明

願います。それではよろしくお願いします。 

 どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） それでは、令和元年度一

般会計決算の市民課分について説明をいたします。 

 まず歳出からです。１７１ページをお開きくださ

い。備考欄の真ん中辺り、戸籍住民基本台帳事務費

２，３０３万６，３３８円ですが、主なものは、８

行下のＯＡ機器の保守点検８４２万８，２２１円、

４つ下のＯＡ機器の借り上げ料９６１万１，５７４

円です。 

 続いて、１７３ページをご覧ください。備考欄の

一番上から４行目、個人番号カード交付事業費１，

１１７万４，４００円は、マイナンバーカードの交

付及び個人番号通知カードの再交付に伴う関連事

務の委任に係る交付金で、地方公共団体情報システ

ム機構、通称Ｊ－ＬＩＳといいますが、そのＪ－Ｌ

ＩＳに支払った費用であります。前年度決算額が約

６５２万円でしたので、約４６５万円増加しました。 

 増加した理由ですが、全国的にマイナンバーカー

ドの交付率が低迷する中、昨年９月に国が各市町に

マイナンバーカード交付円滑化計画を作成させ、交

付体制の整備や普及促進に計画的に取り組むよう

通知があり、本市におきましても普及推進に努力し

た結果、マイナンバーカードが、作成する市民が増

加しました。そのことによりＪ－ＬＩＳに支払う費

用が増加しました。なお、この費用は、国庫補助の

対象となっております。 

 続きまして、１８５ページをご覧ください。上の

枠の備考欄、下から１２行上の国民健康保険事業特

別会計（事業勘定）繰出金６億５，０２１万７，８

１６円は、保険基盤安定分、職員給与費、出産育児

一時金等を一般会計から国保特別会計へ繰り出し
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たものであります。 

 続いて、１９３ページをお開きください。医療費

助成事業ですが、備考欄、一番下から１１行上の高

齢期移行助成事業費、一番下の行の重度障害者医療

費助成事業費、次のページになります。備考欄、一

番上から９行下の乳幼児等医療費助成事業費、その

１１行下の母子家庭等医療費助成事業費、その６行

下の高齢重度障害者医療費助成事業費、その６行下

の子ども医療費助成事業費の計６つの事業費があ

ります。助成内容につきましては、前年度と変更点

はありません。福祉医療費の支給であります助成金

につきましては、全体では支給件数は減少し、助成

額も前年度に比べ約５６０万円減少しました。主な

原因は、乳幼児等医療費の減少が大きく、減少の原

因としては、受給者数の減少、また、前年度と比較

すると、１人当たりの医療費の減少が考えられます。 

 続きまして、２０７ページをご覧ください。備考

欄の一番下、後期高齢者医療事業費の負担金９億１，

４６１万６，７１５円は、兵庫県後期高齢者医療広

域連合に負担金として支払うものです。 

 次のページをご覧ください。負担金のうち医療費

分として、１行目に記載のとおり８億９，４２６万

６４円を、事務費として、３行目に記載のとおり２，

０３５万６，６５１円を支出しております。 

 続いて、同じページの備考欄、上から５行目、後

期高齢者医療事業特別会計繰出金、３億２，３３０

万９，７６９円は、後期高齢者医療事業に係る事務

費、保険基盤安定分、職員給与費等を特別会計に繰

り出したものであります。 

 続いて、２１９ページをご覧ください。備考欄、

一番上から２行下の児童手当給付事業費の児童手

当給付分１１億８，６９０万円は、対象者の減少に

より、前年度に比べ４，６０１万５，０００円の減

少となりました。歳出は以上です。 

 続いて、歳入です。３２、３３ページをご覧くだ

さい。真ん中辺りになります。３節戸籍住民基本台

帳の手数料の備考欄、戸籍手数料１，７１９万８，

９５０円から５行下のその他の手数料４１万５，５

００円までの収入合計額は３，６７３万８，３５０

円で、前年度に比べ９１万６，６００円の減少とな

っております。 

 続いて、３５ページをご覧ください。備考欄、下

から１５行上の国民健康保険基盤安定費負担金７，

１３１万３，１３６円は、国保税の軽減対象となっ

た被保険者を支援する制度で、国庫負担分でありま

す。同じく３５ページの備考欄、下から４行上の児

童手当負担金８億２，２９１万１，３３２円は、児

童手当支給分の国庫負担分となります。その下の２

０万３，０００円は、前年度分の精算に伴う国の追

加負担分です。 

 続いて、３６、３７ページをご覧ください。真ん

中辺り、１節総務管理費補助金の備考欄、上から５

行目の個人番号カード交付事業費補助金１，１００

万７，０００円、その３行下の個人番号カード利用

環境整備費補助金４４万２，０００円、その下の個

人番号カード交付事務費補助金２７９万３，０００

円の合計１，４２４万２，０００円は、いずれもマ

イナンバーカードに係る交付事務費等の費用に伴

う国からの補助金であります。 

 次に、４３ページをご覧ください。備考欄、一番

上、国民年金事務取扱委託金１，３０７万９，５５

６円は、国民年金に係る人件費等事務的経費であり

ます。同じく４３ページの真ん中辺り、１節社会福

祉費負担金の備考欄、上から２行目、国民健康保険

基盤安定費負担金２億２，８９４万８，４７５円は、

被保険者に対する国保税の負担緩和、財政基盤の安

定及び国保税の軽減対象となった被保険者を支援

する制度で県費で補填されるものであります。また、

そこから６行下、後期高齢者医療保険基盤安定費負

担金２億１，０１７万８，３２６円ですが、これも

後期高齢者医療保険料の軽減分に係る県負担分で

あります。また、その６行下の児童手当負担金１億

８，１７０万３，９９８円は、児童手当支給に係る

県の負担分であります。その下の７万６，００１円

は、前年度の精算による県の追加負担分であります。 

 次に、４５ページをご覧ください。備考欄、上か

ら１１行目の高齢期移行助成事業費補助金、３行下

の重度障害者医療費助成事業費補助金、３行下の乳
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幼児等医療費助成事業補助金、また、３行下の母子

家庭等医療費助成事業費補助金、その下の高齢重度

障害者医療費助成事業費補助金、また、３行下の子

ども医療費助成事業費補助金までが福祉医療費助

成事業補助金の県負担分となります。 

 先ほど歳出でも説明しました実績から算定して

おり、補助率は子ども医療費の入院医療費につきま

しては１０分の１０でありますが、それ以外は２分

の１の補助率となっております。 

 また、８行下の重度障害者医療費助成事業補助金

（過年度分）から、次のページの一番上、子ども医

療費助成事業費補助金（過年度分）の合計２４７万

７，６６６円は、いずれも前年度分の精算に伴う過

年度分の収入であります。 

 続いて、６１ページをご覧ください。繰入金です。

備考欄の一番上から６行下、国民健康保険事業特別

会計（事業勘定）繰入金５５７万４，７３２円、３

行下の後期高齢者医療事業特別会計繰入金１０４

万３，９２４円は、いずれも前年度の精算に伴う特

別会計からの繰入金となります。 

 続いて、６３ページをご覧ください。備考欄の一

番下から４行上、地域振興基金繰入金１億９，４２

２万８，０００円のうち、市民課分は４，１９７万

８，０００円で、これは福祉医療費の乳幼児等医療

費及び子ども医療費の市単独分の助成財源として

地域振興基金から繰り入れたものであります。この

うちゼロ歳から小学校３年生までの乳幼児等医療

費の充当額は３，０５５万円、小学校４年生から中

学校３年生までの子ども医療費への充当額は１，１

４２万８，０００円となっております。 

 次に、雑入です。７７ページをご覧ください。備

考欄、一番下から３行上の高齢重度障害者医療費返

納金１，３３６万８，８９７円は、現物給付分で、

本来、後期高齢者医療高額療養費で負担すべきもの

を福祉医療費で負担しているため、後期高齢者医療

広域連合から返納されるものであります。歳入につ

いては以上であります。 

 最後に、財産に関する調書についてです。６２３

ページをご覧ください。市民課は基金のみでありま

す。下から５行上の国民健康保険財政調整基金です。

前年度末残高が６億７７９万５，０００円で、決算

年度中増減高が８，９９２万９，０００円の増とな

ります。３０年度決算による繰越金の２分の１など

を基金に積み立てたこと及び元年度の国保税の激

変緩和のために基金を取り崩したことによる差引

額の積立てによるもので、決算年度末現在高は６億

９，７７２万４，０００円となります。市民課は以

上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） それでは、私から生

活環境課分の歳出から説明をさせていただきます。 

 まず、１２５ページをお願いいたします。上から

１３行目です。ごみの減量・資源化対策事業費です

が、このうち６行下の手数料です。手数料１，４９

６万８，３７５円ですが、これは、ごみ袋販売店へ

の販売の手数料です。その下、業務委託料、指定ご

み袋等作製業務です。３，５４３万７，４５１円を

委託料として支出しています。その下の補助金です。

補助金の項目の一番下、資源ごみの集団回収促進費

です。延べ６４６団体に対しまして、１，５４１万

９，０６０円を補助しております。 

 １５１ページをお願いいたします。上から１６行

目です。防犯対策事業費ですが、主なものとしまし

ては、国道４２６号線豊岡病院下の交差点に防犯灯

３基を新設した工事費３５２万７，２８０円、補助

金のうち防犯灯整備費については９５６万８，５９

３円は、区が設置している１，０２３基の防犯灯に

対して補助をしております。１行飛ばして、その下

の防犯カメラ設置費です。４８万円ですが、これは

防犯グループ等が設置した防犯カメラに対して県

の随伴補助として６基分の補助をしております。 

 次に、２４１ページをお願いいたします。一番上

の枠でございますが、前のページから続いておりま

すクリーン作戦推進事業費です。このうち業務委託

料の海岸漂着物回収処理等業務の委託料５００万

円です。これにつきましては、県からの受託事業で、

陸から回収できない場所の漂着ごみを船で回収を

委託している経費です。次に、同じ枠に記載してあ
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りますグリーン作戦推進事業費です。主なものとし

ましては、維持管理委託料として、花壇等の管理を

１９団体に委託しております。その経費が、この１

７４万１，０００円のうち、１１４万１，０００円

となっております。 

 それから、２４３ページの上から４行目です。水

質保全対策事業費です。主なものとしましては、維

持管理委託料で公共用水域の水質管理としまして

８５万３，６７２円を委託しております。２２か所

の水質の検査をしております。次の枠です。３行目

の斎場管理費です。業務委託料の火葬等業務につき

ましては委託で行っております。１，７５４万９，

０００円で行っております。少し下に補修工事費、

枠の一番下のところですが、補修工事費とあります

が、火葬炉を３号機、４号機、５号機を補修してお

りまして２１３万８，４００円で改修を行いました。 

 ２４７ページをご覧ください。中段下辺りにあり

ますが、じんかい処理事業費です。業務委託料です

が、ごみ収集運搬業務１億９，８１７万８，１９０

円につきましては、計画収集の委託になります。市

内を７地域に分けて委託をしております。１行飛ば

しまして、大型動物死体処理業務６４８万６，７２

０円につきましては、鹿やイノシシの大型動物の処

理を委託している分です。２４６頭分の処理委託料

です。その２行下です。負担金です。北但行政事務

組合への負担金としまして、２億２，１８４万６，

６６４円、これをクリーンパーク北但等の運営の負

担として支出している分です。その下にございます、

最終処分場の管理費です。４行下の光熱水費につい

てですが、放流水を農業集落排水施設へ放流してお

りますので、上下水道料金として５５８万２，３５

０円を支出しております。そのほかにつきましては、

差額については、電気代１４６万５，１６８円とな

ります。一番下の行になります。維持管理委託料と

して、運転管理を委託しておりますので１，１１５

万２，８８０円を支出しております。 

 ２４９ページをご覧ください。旧清掃施設管理費

につきましてです。修繕費についてですが、旧上郷

じんかい処理場の水路改修として１３９万２，１２

０円を支出しております。６行下、維持管理委託料

です。第２清掃センター、福住最終処分場の運転管

理料を委託しております。４０３万８２０円となり

ます。同じページの下の枠のし尿処理費です。業務

委託料です。し尿の収集運搬業務を委託している費

用で１，４０１万９，４８９円です。２，５７３キ

ロリットルの運搬を委託しました。負担金です。し

尿については、豊岡浄化センターに受入れを行って

いただいておりますので、その下水道への負担で１，

５１１万５，２２４円を支出しております。 

 続きまして、２８１ページをお願いいたします。

中段辺りにございます、消費者行政推進事業費です。

これにつきましては、消費生活センター相談員３名

体制で設置しております。昨年度につきましては、

５３７件の相談を受け付けました。また、講座等に

よる啓発活動に取り組んでいるところです。 

 歳出については以上です。 

 続きまして、歳入です。２９ページをお願いいた

します。中段下辺りにございます、豊岡斎場の使用

料２，０７６万５，５００円につきましては、１，

１２４件分の使用料として収入しております。 

 続きまして、３３ページをお願いいたします。手

数料です。下から２枠目です。犬の登録手数料１９

６万３，８９０円、新規登録と注射済票の交付の手

数料です。次の枠の２行目です。ごみ処理手数料に

つきましては、家庭系廃棄物の手数料として１億３，

８６８万３４０円、これは計画収集のごみ袋代とし

て収入しております。次ですが、し尿処理手数料と

してくみ取り手数料、それから浄化槽汚泥の処理手

数料として、合計で２，８８８万７，４４０円の収

入となっております。 

 次に、４９ページをお願いいたします。下から５

枠目です。金融広報活動事業市町交付金と地方消費

者行政推進強化事業費補助金です。これにつきまし

ては、消費生活行政に対する県から補助金を頂いて

おる分です。 

 次に、５３ページをお願いいたします。真ん中か

ら少し下の部分ですが、大気汚染常時監視網管理委

託金、これは県からの委託を受けて監視をしており
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ます。１３１万１，０００円です。その下、海岸漂

着物地域対策推進事業委託金につきましては、先ほ

ども歳出で説明いたしました５００万円の事業に

つきまして、その処理分ということで、県から委託

を受けておる分です。 

 ６９ページをお願いいたします。雑入です。真ん

中辺りにございます、ちょっと下ぐらいになります

が、交通災害共済組合から６８万４，８４０円を受

け入れておりますが、これは事務取扱の交付金等の

経費として組合から受けている分になります。下か

ら２行目になります。委託料の大型動物死体の処理

として５７４万７２０円でございますが、これは国

県道分の大型動物、鹿、イノシシの処理について、

国や県から委託料として受けております。１９９体

分の委託を受けました。 

 次に、７３ページをお願いいたします。下のほう

にございます事業負担金です。一番下にございます

豊岡最終処分場負担金です。これについては、北但

行政事務組合から最終処分場の管理経費分として

頂いてる分で、昨年につきましては２，３８８万２

１５円を負担いただきました。 

 ７５ページの４行目をお願いいたします。汚泥処

理負担金です。これは１，１３５万４，１９８円に

ついては、クリーンパーク北但へ下水の汚泥を投入

しておりますので、その下水道からの負担を受けた

分です。 

 歳入については以上です。 

 続いて、財産の部分で、６２３ページをお願いい

たします。基金の状況です。下から９項目め、暴力

団対策基金につきましては、利息分の増ということ

で、年度末で５９７万４，６４５円を基金として持

っております。 

 説明としては以上です。 

○分科会長（西田  真） 終わりましたか。 

 説明は終わりました。質疑、意見等はありません

か。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） １点だけすみません。２４９

ページの旧施設管理費ですけれども、それは旧の施

設、何施設をされて、主にどのような管理をしてお

られるのか、すみません。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 旧清掃施設につきま

しては、まず滝にございます第２清掃センター、そ

れから鎌田にございます鎌田の処理場、昔の処理場

ですね、それから出石の福住にあります、旧の清掃

センターになりまして、第２清掃センターと福住に

ついては運転管理ですとか、水質検査の業務等を行

っております。主なものは以上になります。以上で

す。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） すみません。岩井の清掃の跡

のところは、あれは違うんですか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 岩井のセンターにつ

きましては……。 

○委員（上田 伴子） 最終処分場だから。 

○生活環境課長（成田 和博） そうです。最終処分

場ですね。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。すみません。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（上田 伴子） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいか、ちょっと。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 今の関連して、どこだったか

な、地元地区の交付金が１００万円と３０万円とい

うのは、そこのさっきおっしゃった滝とか鎌田とか

福住とか、そこへ迷惑料になるんですか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） この交付金、地元地

区に３０万円ってある分は、これは岩井の旧の清掃

センターのほうの分でございます。ほかの福住です

とか滝には、現在そういった交付金等は支出してお

りません。 

○委員（福田 嗣久） この上のは何、ほんなら。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ２４９の１００万円かかっと
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るわ、交付金。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 失礼いたしました。

この交付金については、１００万円は最終処分場分、

下の３０万円は旧の岩井の清掃センター分という

ことです。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） この１００万円も岩井の最終

処分場。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） そのとおりでござい

ます。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） はい、よろしい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。よ

ろしいか。 

 質疑を打ち切ります。 

 分科会を暫時休憩します。 

   午前１１時４６分 分科会休憩 

──────────────────── 

   午前１１時４６分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開します。 

 次に、第１２０号議案、令和元年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） 令和元年度豊岡市国民健

康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算につ

いてご説明いたします。 

 決算書の４４３ページをお開きください。総括表

です。歳入総額は８９億２，０５９万１，３６３円、

歳出総額は８８億２，０９９万４，４４７円、歳入

歳出差引額は９，９５９万６，９１６円となりまし

た。この残額は翌年度に繰り越します。残額が生じ

た主な理由としましては、歳入では、国民健康保険

税の現年課税分の収納率アップによる収入増、保険

給付費等交付金のうち、普通交付金が概算で交付さ

れたことによること、また、歳出では保健事業の減

額、さらに予備費の未執行分を繰り越しできたこと

によるものであります。 

 それでは、別冊、令和元年度主要な施策の成果を

説明する書類により、事業の概要について説明いた

します。 

 ３７ページをお開きください。（発言する者あ

り） 

 ３７ページをお開きください。まず概況です。令

和元年度の国民健康保険事業は、豊岡市国民健康保

険運営協議会から答申いただきました基本方針に

基づき事業を運営しました。元年度の平均被保険者

数は１万８，６３０人で、前年度末から７８５人の

減少、対前年度比４．０％の減少となりました。医

療費総額は７０億２，１２７万５，０００円で、対

前年度比２．２％の増加、保険者負担額は５１億４，

０７３万６，０００円で、対前年度比２．５％の増

加となりました。また、被保険者１人当たりの医療

費総額は３７万６，８８０円で、前年度実績に対し

６．５％の増となり、同じく１人当たりの保険者負

担額は２７万５，９３９円で、６．８％の増加とな

りました。１人当たりの医療費総額が対前年度比６．

５％増というのは、その前の年が１．８％増、もう

一つ前の年が１．７％増なので、令和元年度の医療

費がいかに大幅に増加したかが分かります。細かく

分析しますと、１件当たりの入院費の伸びが高く、

全体の増加を押し上げております。近年の医療費の

高度化により、１件当たりの手術代が高くなったこ

とや、病気によっては神戸や大阪など京阪神の病院

を利用している患者も多く見られます。そのような

ことから医療費が大幅に増加したと考えておりま

す。 

 歳出の主なものは、県へ支払う国民健康保険事業

納付金が約２３億５，２０４万９，０００円で、２．

４％の増となりました。また、平成２０年度から実

施している特定健康診査については、元年度におい

ても集団健診であります、すこやか市民健診、登録

医療機関での個別健診を実施し、その結果を基に特

定保健指導も実施いたしました。また、先発医薬品

より比較的単価の安い後発医薬品の利用差額通知
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を削減効果の大きい方から上位８００名を対象に

２回実施することにより、普及率のアップを図りま

した。 

 次のページ、３８ページをご覧ください。収支状

況です。２０１８年度、２０１９年度の国保会計決

算額の収支状況を記載しております。一番下の行の

歳入歳出差引きの２０１９年度決算額９，９５９万

７，０００円につきましては、先ほどご説明したと

おりであります。 

 続きまして、３９ページをご覧ください。保険給

付費等の一般状況について説明いたします。２０１

９年度の上から４行目です。保険給付費の医療費総

額の受診件数は２９万９，４６１件と、前年度比２．

８％の減でありますが、費用額はその下７０億２，

１２７万５，０００円と、前年度比２．２％増加し

ております。件数が減少し、医療費総額は増加して

いるということは、１件当たりの医療費が増加して

いるということであります。理由は先ほど説明した

とおりであります。また、高額療養費につきまして

も、該当件数が１万２，５４７件で、費用額が７億

９，２１３万８，０００円となり、昨年度に比べ、

件数、費用額ともに増加となりました。原因としま

しては、１人当たりの医療費が増額したことにより、

限度額を超えた被保険者が増大したと思われてお

ります。次の出産育児一時金は減少し、葬祭費は増

加となりました。下の行の国保税現年度分につきま

しては、収納率が、医療分が９５．１％、後期高齢

者支援金分が９５．０％、介護分が９２．４％とな

り、現年度分合計は９４．７％となりまして、前年

度の合計が９４．５％でしたので、前年度に比べ０．

２ポイント上昇しております。 

 歳入歳出の決算事項別明細につきましては、決算

書の４４８ページから４７１ページに記載をして

おりますので、ご清覧いただきますようお願いしま

す。 

 続きまして、実質収支に関する調書についてご説

明いたします。決算書の６０６ページをお開きくだ

さい。左から２列目の特別会計の国民健康保険事業

（事業勘定）です。１、歳入総額は８９億２，０５

９万１，０００円、２、歳出総額は８８億２，０９

９万４，０００円、歳入歳出差引額は９，９５９万

７，０００円です。よって、実質収支額は９，９５

９万７，０００円となりました。 

 説明は以上です。よろしくご審議賜りますようお

願いいたします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２０号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１２２号議案、令和元年度豊岡市後期高

齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 定元課長。 

○市民課長（定元 秀之） 令和元年度豊岡市後期高

齢者医療事業特別会計歳入歳出決算についてご説

明いたします。 

 決算書の４８９ページをお開きください。総括表

です。歳入総額は１２億４，２６９万３２１円、歳

出総額は１２億１，５９７万８，０５９円で、歳入

歳出差引額は２，６７１万２，２６２円となり、翌

年度へ繰り越します。 

 それでは、事業概要につきましては、先ほどと同

じ令和元年度主要な施策を説明する書類で説明を

させていただきます。４３ページをお開きください。

（発言する者あり） 

○委員（福田 嗣久） どうぞ。 

○市民課長（定元 秀之） １の概況です。平成２０

年度から始まりました後期高齢者医療事業も１２
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年目に突入し、兵庫県後期高齢者医療広域連合と連

携し、実施をいたしました。令和元年度末の被保険

者数は１万４，６２０人で、前年度に比べ１５３人

増えました。７５歳に到達すると新たに申請する資

格申請や、限度額以上に支払った場合の高額療養費

の申請など、各種申請書等の受付状況は、資格関係

で２，８２５件、給付関係で４，２４９件でした。

次に、保険料の徴収につきまして、現年度分の収納

率ですが、特別徴収は１００％、普通徴収が９９．

１％で、収入未済額は２６４万９，０００円となり

ました。また、滞納繰越分につきましては、催告書

を４回送付するとともに、短期証更新時に納付相談

を行い、滞納解消に努めましたが、結果収納率で５

３．４％と、前年度に比べ１３．７ポイント下がり

まして、収入未済額は１６４万７，０００円となり

ました。 

 次に、４４ページをご覧ください。２、実績、（１）

の収支状況について、表の決算額の２０１９年度の

欄でご説明いたします。まず、歳入の主なものです

が、保険料は８億８，９１８万１，０００円で、前

年度に比べ４，４７０万２，０００円増加しました。

３行目の繰入金３億２，３３１万円につきましては、

事務費繰入金、保険基盤安定繰入金及び職員給与費

等繰入金であります。保険基盤安定繰入金につきま

しては、保険料軽減分で、県が４分の３、市が４分

の１を負担しますが、県負担分を一般会計で歳入し、

市負担分と合わせて後期高齢特別会計のほうに繰

り出しております。 

 次に、歳出の主なものですが、総務費が４，１７

８万２，０００円、これは人件費、一般管理費及び

徴収事務費であります。その下の後期高齢者医療広

域連合納付金１１億７，１９０万３，０００円は、

徴収した保険料や保険基盤安定繰入金を広域連合

に納付するものであります。４行目の諸支出金２２

９万３，０００円は、過年度分保険料の過誤納収納

金還付金と３０年度決算確定による一般会計繰出

金等の分であります。この結果により、歳入歳出差

引き２，６７１万２，０００円の繰越しとなります

が、これは決算確定により一般会計の繰入金の精算

分と出納閉鎖期間に徴収しました保険料でありま

して、保険料については、令和元年度に広域連合に

納付することとなります。 

 歳入歳出の決算事項別明細につきましては、４９

２ページから５０１ページに記載をしております

ので、ご清覧ください。 

 続きまして、実質収支に関する調書についてご説

明いたします。決算書の６０６ページをお開きくだ

さい。特別会計の左から３列目です。歳入総額は１

２億４，２６９万円、歳出総額は１２億１，５９７

万８，０００円、歳入歳出差引額は２，６７１万２，

０００円です。よって、実質収支額は２，６７１万

２，０００円となりました。 

 説明は以上です。よろしくご審議賜りますようお

願いします。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２２号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 次に、第１２５号議案、令和元年度豊岡市霊苑事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

 成田課長。 

○生活環境課長（成田 和博） それでは、令和元年

度豊岡市霊苑事業特別会計歳入歳出決算について

ご説明いたします。 

 決算書の５７７ページをご覧ください。総括表で

ございます。歳入総額は２，３０２万７，５０３円、

歳出総額は１，２８４万２，１７４円、歳入歳出差
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引額は１，０１８万５，３２９円で、令和２年度へ

繰越額となります。 

 事業の概要を説明いたしますが、別冊の主要な施

策の成果を説明する書類のほうをご覧ください。５

６ページをお願いいたします。まず、西霊苑です。

総区画数１，３１１区画のうち、未使用使用区画数

は平成３０年度末には４１区画でした。令和元年度

に２６区画の返還があり、新規に８区画の使用許可

をいたしましたので、５９区画が次年度への繰越数

となっております。次に、東霊苑です。第１期工事

分、３２３区画のうち未使用区画数は平成３０年度

末には１９８区画でしたが、令和元年度には新規に

７区画の使用許可を行いましたので、１９１区画が

次年度への繰越数になっております。主な工事、事

業概要といたしましては、霊苑の整備、保全に要す

る資金の確保を目的に設置した霊苑整備基金に７

６４万５，９２８円を積み立てました。工事の内容

としましては、西霊苑でトイレ照明の補修、東霊苑

で案内看板の張り替え、多目的便所の漏水修理を実

施しております。 

 歳入歳出決算事項別明細につきましては、決算書

５８２ページから５８５ページに記載しておりま

すので、ご清覧いただきますようお願いいたします。 

 続いて、財産の部分で、決算書６２３ページをお

願いいたします。基金の状況でございます。一番下、

霊苑整備基金につきましては、先ほども申し上げま

した、基金のほうには７６４万５，９２８円を積み

立てまして、年度末の残高としましては３，３８４

万６，１１９円となっております。 

 実質収支の説明を申し上げます。６０７ページを

ご覧ください。左から２列目、霊苑事業でございま

す。歳入総額が２，３０２万８，０００円、歳出総

額が１，２８４万３，０００円、歳入歳出の差引額

が１，０１８万５，０００円となります。実質収支

額につきましても１，０１８万５，０００円という

ことになります。 

 説明については以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり認定す

べきものと決定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第１２５号議案は、原案のとおり認定すべき

ものと決定しました。 

 以上で市民生活部に係る審査を終了します。 

 市民生活部の皆さんは退席していただいて結構

です。ご苦労さまでした。 

 委員会を暫時休憩します。再開は午後１時５分。 

午後０時０７分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後１時０５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、分科会を再開

いたします。 

 それでは、第１１９号議案、令和元年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、地域コミュニ

ティ振興部所管分を議題といたします。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明願い

ます。一般会計については、歳出、続いて所管に係

る歳入、財産調書の順でお願いします。 

 なお、審査時間に限りがありますので、所管事項

を逐一説明するのではなく、新規事業や平年と比較

して変化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。発言の最初に、課名と名字をお願いしま

す。 

 質疑は説明が終わった後に一括して行います。 

 それでは、第１１９号議案、令和元年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定について、組織順に説明

願います。それでは、よろしくお願いします。 

 はい、どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 私のほうからは、決

算のうち生涯学習課が所管する部分について、主な



 28

事業について説明をさせていただきます。 

 それでは、まず決算書１０３ページをご覧くださ

い。１０３ページでございます。（発言する者あり） 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、上から１

１行目辺りになりますか、基金管理費について説明

をさせていただきます。基金管理費のうち財政調整

基金積立金１億２，７４３万円のうち３３２万円は、

子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭へ、市民の

方々から頂いたご寄附を積み立てております。 

 それから、決算書は１０９ページをご覧ください。

よろしいでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 中ほど若干下の、子

どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭開催事業費

について説明いたします。音楽祭は、昨年６月４日

から９日までの６日間、市内１０の小学校での学校

訪問コンサート、それから就学前の子どもたちを対

象にした子どもたちのためのコンサート、市内５か

所での街角コンサート、初めてですが、期間中に通

しで開催しました稽古堂のイブニングコンサート、

それから最終日は、一日中市民会館で、音楽に浸か

りっ放しになるグランドフェスティバルなど、延べ

２７回、３，９５７人にすてきなクラシック音楽を

お届けさせていただきました。そのために支出した

経費が６８２万２５６円で、主なものとしましては、

事業委託料６００万円となっております。 

 続きまして、３８３ページをご覧ください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ行ってくださいよ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 下から８行目でござ

います。生涯学習サロン整備事業費について説明い

たします。 

 １ページめくっていただいて、３８５ページをご

覧ください。最上段の投資委託料１，１１９万７，

１６０円は、既設建物の取壊し設計費、それから新

築建物の設計費となっております。さらにその下、

整備工事費の２，５９５万３，０００円は、既存建

物の上屋取壊し工事費のうち、年度内に完了した工

事費に相当する分でございます。このほかに、工事

着手が遅れたため繰り越すことになりました上屋

解体の残工事１，８０３万円、それから同工事に係

ります工事監理費２２１万７，０００円、それから

取壊し工事の隣家への影響を調べる調査費、それか

ら地質調査費等が、令和２年度に繰り越されており

ます。なお、これらの工事、業務につきましては、

もう既に完了しておりますので、報告させていただ

きます。なお、本事業につきましては、アイティ４

階の取得に関連して整備計画を変更しております。

変更の内容については、明日の委員会で説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 続きまして、４１３ページをご覧ください。上の

ほうですが、植村直己冒険館機能強化事業費につい

て説明をいたします。植村直己冒険館機能強化事業

につきましては、令和元年９月議会で事業契約につ

いて議決をいただき、来年４月のオープンに向け、

その準備を行っているところです。中ほどの業務委

託料のうち４８４万９，２００円の事業者選定支援

業務、こちらはプロポーザルによる選定された事業

者との契約までの業務をご支援いただくための経

費となっております。さらにその下、費用対効果の

分析業務４４２万２，０００円は、国の社会資本整

備総合交付金を申請するために必要な分析業務を

委託したものでございます。さらにその下、収蔵品

搬出業務６０５万円は、冒険館内の収蔵品を一時保

管場所に搬出した費用です。さらにその欄の一番下、

繰越明許分でございますけども、こちら２９１万６，

０００円は、プロポーザルによります事業者の決定

が２０１８年度に完了せず、２０１９年度に繰り越

したものでございます。 

 続きまして、４１７ページをご覧ください。一番

上の枠、上から８行目ぐらいですが、日本冒険フォ

ーラムの開催事業費について説明いたします。４年

に一度、日本中の冒険関係者が一堂に集い、冒険文

化について考える日本冒険フォーラムを、２０１９

年１１月１７日、東京、明治大学で開催いたしまし

た。当日は、植村ファンをはじめ、８００名が会場

に集まり、中貝市長のプレゼンテーションに始まり、

山極京大総長の基調講演、それからパネルディスカ
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ッション、交流会が行われました。こちらのほうの

総事業費が６２０万４，７１４円、内訳はご覧のと

おりでございます。 

 続きまして、歳入について説明をさせていただき

ます。４１ページをご覧ください。下から８つ目ぐ

らいですかね、文化芸術振興費補助金１，１２６万

７，０００円、こちらのうち１９１万１，８４７円

は、子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭のため

に交付されたものでございます。 

 続きまして、５１ページをご覧ください。こちら

のページの一番下、ひょうご地域創生交付金５，４

４０万４，０００円でございますけど、このうち３

５４万８，０００円は日本冒険フォーラムに、それ

から５００万円は子どもの野生復帰、それから図書

館の備品購入費に１２６万９，０００円を充ててお

ります。 

 続きまして、５９ページをご覧ください。下から

３分の１程度のところ、一般寄付金７４１万９，０

３３円のうち、子どもたちが豊岡で世界と出会う音

楽祭へと、市民の皆さんから３３２万円頂いており

ます。 

 それから、６３ページをご覧ください。上から２

枠目の財政調整基金繰入金のうち４８０万円、こち

らは子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭開催

事業費に係る繰入金でございます。同じページの６

つ下の植村直己顕彰基金の繰入金、こちらのほうの

内訳ですが、機能強化事業の財源として２４２万５，

０００円を、それから日本冒険フォーラムに充てる

ものとして３１０万円を、それぞれ繰り入れており

ます。同じページのほぼ下、地域振興基金の繰入金

でございますけども、こちらのうち３３４万３，０

００円は、子どもの野生復帰事業の財源に充ててお

ります。 

 続きまして、８３ページをご覧ください。これも

下から３つ目の枠でございますけども、社会教育施

設整備事業債、こちらのほうは生涯学習サロンの事

業費に充てるため３，５２０万円を起債しておりま

す。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑、意見等はありませんか。（「順番に」と呼

ぶ者あり）ほかにも。 

○生涯学習課長（大岸 和義） すみません。私の言

い方が悪かった。 

○分科会長（西田  真） 説明終わった言うから。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 生涯学習課の分は終

わりました。 

○分科会長（西田  真） はい、次の方。 

 はい、どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） それでは、３８３ペ

ージ、お願いいたします。（「３８２」と呼ぶ者あ

り）３８３ページ、上から３つ目の事業です。文化

振興費です。この中の負担金のところですけれども、

昨年度は、増浦行仁さんっていう方の写真展と、兵

庫県の生け花展を開催いたしました。写真展は、親

子での写真教室も開催し、稽古堂での１０日間で約

８００人の来館がありました。生け花展につきまし

ては、兵庫ふれあいの祭典の一環として、地場産で

開催し、こちらも子供の体験教室を含めまして、２

日間で１，３９０人の来場者となりました。 

 それから、１ページめくっていただいて、３８５

ページです。上から６行目、文化芸術創造交流事業

費です。これは市のアートシーズンとして、一体的

な広報を行いながら実施しているものですけれど

も、文化振興課では小学校２年生を対象にした演劇

の学校公演等を実施いたしました。主なものは委託

料となっております。 

 それから、４０１ページお願いします。４０１ペ

ージ、市民会館管理費ですけれども、下のほうの事

業用備品っていうところをお願いいたします。市民

会館の管理費の備品ですけれども、このうち主なも

のは文化ホールの可搬型音響調整卓、舞台袖にある

ものですけれども、これを老朽化しておりましたの

で更新を行っております。 

 それから、１枚めくっていただいて、４０３ペー

ジです。上から２行目、旧出石文化会館管理費でご

ざいます。昨年の７月から今年の３月にかけて、旧

出石文化会館の解体工事を実施いたしております。
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実施設計及び管理業務委託料、それから解体工事費

等について支出しております。 

 それから、４０５ページ、お願いします。真ん中

辺りですけれども、市民会館の実施事業費です。新

型コロナのウイルス感染症拡大防止のために、３月

に予定しておりましたコンサートを一つと、それか

ら音楽レクチャーの一部を中止しておりますけれ

ども、２月までに小学校、それから子育てセンター

へのお出かけ訪問コンサートなど、全部で９事業を

実施いたしております。そちらの費用となっており

ます。 

 それから、４１５ページ、お願いします。上から

２つ目の事業で、真ん中辺りですけれども、真ん中

より少し上で、美術館事業費でございます。昨年は、

この美術館の開館３０周年に当たりましたので、記

念展の開催などを行いました。あわせて、それから

ロゴマークというのをつくりました。それから出石

高校の生徒の作成によるキャラクターというもの

をつくりまして、式典で披露させていただき、より

一層親しんでいただけるよう活用を行っていると

ころです。 

 続いて、歳入の説明に入らせていただきます。３

１ページ、お願いします。一番下の枠、社会教育使

用料です。この中で、モンゴル民族博物館入館料、

それから美術館入館料についてでございますけれ

ども、昨年より１割から２割減となっております。

昨年の夏ですとか、秋による台風ですとか、天候不

順があったこと。それからまた新型コロナウイルス

の感染症対策によりまして、２月の末頃からイベン

ト、それから事業等の中止による影響があったと考

えております。 

 それから、４１ページ、お願いします。これは先

ほども生涯学習課のほうで説明ありましたけれど

も、真ん中辺りで、文化芸術振興費補助金です。こ

ちらのうち文化振興課の事業、市民会館と合わせま

して、文化振興課分は５１１万６，０００円、７事

業分でございます。 

 それから、財産調書の説明に移らせていただきま

す。６１７ページ、お願いします。普通財産建物に

関する調書でございます。真ん中より少し下、下か

ら９行目ですけれども、旧出石文化会館ひぼこホー

ルを昨年解体撤去いたしましたので、減としており

ます。 

 それから、最後に基金の説明をちょっとさせてい

ただきます。６２３ページでございます。上から６

つ目です。美術館、伊藤清永記念館の管理基金でご

ざいます。この増額分は利子のみの増額でございま

す。それから、その２つ下、仲田光成記念基金でご

ざいます。これは、仲田光成作品の防虫処理等の費

用を基金から繰り入れて取り崩した金額と、それか

ら、ふるさと納税で頂いた寄附金がございますので、

その差額、相殺した２，０００円を積み立てること

としております。それから、その下の東井義雄遺徳

顕彰基金でございます。こちらは、東井義雄の心を

伝える推進事業補助金、それから、小学校に配りま

す教育副読本の購入費用に充てるため、４８万４，

０００円を取り崩しております。 

 文化振興課は以上でして、次は、文化財室の説明

に移らせていただきます。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○文化振興課参事（橋本 明宏） 私からは、文化財

室分についてご説明をいたします。 

 まず歳出をお願いします。３８９ページをお開き

ください。真ん中辺りにございます、埋蔵文化財発

掘調査事業費でございます。内容は、民間の宅地開

発に伴う発掘調査や公共工事などの事前に行う試

掘調査の経費でございます。その１段下、山名氏城

跡整備事業費です。出石町の有子山山頂に至る遊歩

道の階段部分の修繕工事を行っております。 

 次に、１ページめくっていただきまして、３９１

ページをご覧ください。真ん中から少し下、但馬国

分寺跡整備事業費でございます。下から１０行目辺

りの土地購入費と補償金でございますが、史跡整備

事業に係る土地取得と建物の移転補償の経費でご

ざいます。 

 続いて、歳入をお願いいたします。３１ページを

ご覧ください。下から５行目でございます。歴史博

物館の入館料です。入館者数は６，０８７人で、昨



 31

年より５００人ほど減っておりますけども、リニュ

ーアル工事による休館や台風や豪雨などの天候不

順が影響しているものと思っております。 

 続いて、４１ページをお願いします。真ん中から

少し下になります。埋蔵文化財発掘調査費補助金と

国宝重要文化財等の補助金でございます。先ほどの

歳出でございました発掘調査の費用と山名氏城跡

整備事業の国庫補助を２分の１の割合で頂いてお

ります。その１行下、史跡等購入補助金は、但馬国

分寺史跡整備事業への国庫補助で、補助率は５分の

４を頂いております。この国庫補助の随伴分として、

県補助も頂いておりますが、説明は省略させていた

だきます。 

 最後に、財産調書をご覧ください。６１１ページ

をお願いします。行政財産の土地でございます。下

から７行目、但馬国分寺史跡整備の用地として買収

した土地９６３．２平米を増としております。 

 文化振興課からは以上です。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） まず、歳

出でございます。４０３ページをご覧ください。昨

年度は、基本計画を策定させていただきました。報

償金、費用弁償等につきましては、基本計画を策定

するために設置しました策定委員会を４回開催し

た費用でございます。備考欄一番下になります、業

務委託料でございます。これは基本計画の策定に係

る技術支援を委託したものでございます。なお、業

務につきましては、全て完了しておりますことを報

告させていただきます。 

 続いて、歳入でございます。５１ページをご覧く

ださい。備考欄の一番下になります、地方創生交付

金５，４４０万４，０００円のうち、新文化会館関

連に３８２万１，０００円が充当されております。 

 私のほうからは以上でございます。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 主なものを説明

させていただきます。４２５ページをご覧ください。

上から９行目、オリンピック・パラリンピック推進

事業費ですが、広告料につきましては、ドイツボー

ト連盟パートナーシップ契約、日本ボート協会パー

トナーシップ契約を締結をして、ＰＲと支援を行っ

たものです。また、８月にはドイツボート連盟の会

長、スイスボート連盟の事務局長を豊岡にお迎えを

して、ドイツとは友好宣言書、スイスとは事前合宿

に関する協定書の締結を行いました。また、負担金

のとこですけども、日本ボート代表強化合宿を３年

連続で受け入れ、また、食支援としてコウノトリ育

むお米をＪＡたじまと共同で提携をしております。

下から７行目の保健体育総務費の繰越明許分につ

きましては、体育施設等個別施設計画の策定業務を、

昨年７月に終了して、計画を１２月に完成させまし

た。 

 すみません。４２７ページをお願いします。下の

ほうですが、城崎ボートセンターの管理費です。４

２９ページをお願いします。上から４行目の整備工

事費ですが、艇倉庫の床の防じん塗装、それからト

レーニングルームの増設、２階倉庫の改修、ロール

スクリーンの取替え等を行いました。その下の中竹

野ふるさと館管理費の修繕料ですけども、バスケッ

トゴールの昇降機、それから放送設備などの修繕を

行っております。 

 次、４３１ページをお願いします。上から６行目、

コウノトリスタジアム管理費ですが、修繕料につき

ましては、スコアボードの操作盤の修繕、実施設計

は照明設備等改修工事設計業務、それから樹木伐採

業務は、文教府までの市道周辺の樹木の伐採を行っ

ております。それから、補修工事については、駐車

場の舗装を行っております。それから、中ほどの神

美台スポーツ公園管理費では、補修工事としてテニ

スコート照明のＬＥＤ化や管理棟の空調設備の更

新を行っております。 

 ４３３ページをお願いします。上から６行目、植

村直己記念スポーツ公園管理費ですけども、補修工

事として野球場の散水栓の補修を行っております。 

 続きまして、歳入です。主なものです。７３ペー

ジをお願いします。下から１４行目の光熱水費等使

用者負担金の城崎ボートセンター、７万５，７８７

円は工事に係る光熱水費の使用負担金です。 
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 ７７ページをお願いします。上から３行目に、オ

リンピック・パラリンピックの５万２，９４２円、

これはＰＲを兼ねた自動販売機の設置者負担金で

す。その下、７行目のスポーツ振興くじ助成金は、

神美台スポーツ公園のテニスコートＬＥＤ化改修

に２，０００万円と、兵庫神鍋高原マラソン全国大

会の運営費助成３０３万円です。以上です。 

○分科会長（西田  真） 終わりました。 

 説明は終わりました。質疑、意見等はありません

か。 

 よろしいか。 

○委員（福田 嗣久） よろしいか、１つ。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） ３８５ページで説明いただい

た生涯学習サロンの、それはいいですけれども、学

院生いうんか、その推移はどんなふうになっていま

す。４年前の、何ていうのかな、我々が聞かせてい

ただいてた……。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○地域コミュニティ振興部長（幸木 孝雄） 各年ご

と、ちょっと覚えてないんですけども、たしか平成

２８年に３９０、ちょうど４００切るぐらいでした。

３９５か６、ただそれが年々減っていまして、今年

度では２６５まで減ってるというふうに聞いてお

ります。 

○委員（福田 嗣久） ３割以上減ってるっちゅうこ

とやね。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） 分かりました。よろしいです。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 ほかにありませんか。よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 以上で地域コミュニティ振興部に係る説明、質疑

を終了します。 

 地域コミュニティ振興部の皆さんは退席してい

ただいて結構です。ご苦労さまでございました。 

 分科会を暫時休憩します。 

午後１時３１分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時４８分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、休憩前に引き

続き分科会を再開します。 

 それでは、まず初めに、報告第２０号、放棄した

債権の報告について（一般会計）及び第１１９号議

案、令和元年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

について、教育委員会所管分を一括議題といたしま

す。 

 当局の説明は、組織順の課単位で一気に説明をお

願いします。一般会計については、歳出、続いて所

管に係る歳入、財産調書の順で、また、特別会計に

ついては、歳出、続いて所管に係る歳入、実質収支

調書の順でお願いします。 

 なお、審査時間に限りがありますので、所管事項

を逐一説明するのではなく、新規事業や平年と比較

して変化の著しい事業等を抜粋して説明願います。 

 説明に当たっては、資料のページ番号をお知らせ

ください。発言の最初に、課名と名字をお願いしま

す。 

 質疑は、説明が終わった後に一括して行います。 

 まず、報告第２０号、放棄した債権の報告につい

て（一般会計）を報告願います。よろしくお願いい

たします。 

 はい、どうぞ。 

 大谷参事。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） それでは、報告第

２０号、放棄した債権の報告についてご説明申し上

げます。 

 表題はさておき、６１ページをお開きください。

上段が教育総務課となっております。本件は、債権

の名称、種類が、学校給食徴収金私債権であり、破

産免責によるもの１人分５万２，８４０円を、令和

２年３月３１日をもって債権放棄したものでござ

います。債権放棄の内容につきましては、過年度分

における児童２人分の学校給食費で、平成３０年８

月１０日に月２，０００円の納付計画書の提出があ

りまして、平成３０年度９月から２月までの間に１

万２，０００円を分割納付していましたところ、年
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明けまして、３１年の２月２１日に弁護士から法的

手続の受理の連絡がありまして、以後納付がなくな

っております。元年度に入りまして、７月３０日に

免責決定の通知を受けまして、平成元年度において

債権放棄をするものでございます。学校徴収金につ

きましては、学校と連携する中で、保護者に負担し

ていただくという原則を十分、理解と協力を求めま

して、そうした滞納につきましては適切に管理し、

徴収に努めてまいりたいと思います。 

 報告の説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） 次に、第１１９号議案、

令和元年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて、組織順に説明願います。よろしくお願いし

ます。 

 はい、どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 決算書１０３ページ

をご覧ください。よろしいでしょうか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 下から７行目になり

ます。学校教育施設整備基金積立金の２，９００万

円余りのものでございます。こちらにつきましては、

旧森本中学校の跡地を売却した後、国に返す代わり

に基金をつくって積み立てることによって、返さな

くてもいいということの基金でございます。これは

将来の学校整備のための基金ということで、使途が

定められてるものでございます。 

 続きまして、３５１ページをご覧ください。真ん

中辺りに人件費、委員報酬で、豊岡市立小中学校適

正規模・適正配置審議会の委員報酬というものがご

ざいます。２０１９年度２月３日に第１回を開きま

して、学校の在り方について検討を始めております。 

 次に、３６７ページになります。小学校の管理費

です。上から９行目になりますが、学校施設の個別

施設計画の策定業務ということで委託をしており

ます。こちらは将来長寿命化をするために、２０２

０年度までに策定することによって、将来交付金で

ありますとか、補助金が頂けるというようなことで

定めている計画になります。 

 今度は、３６７ページの一番下になります、委託

料関係でございますが、測量調査につきましては、

合橋小学校と弘道小学校、用地買収の予定がござい

ましたので、測量調査を行っております。その下の

設計監理につきましては、用地取得の総合支援とい

うことで、大きな事業になります合橋小学校、それ

から合橋認定こども園の事業を進めるために、大阪

の業者に総合的な支援をいただいております。 

 次に、３６９ページの一番上の枠をご覧ください。

こちらは整備工事費になりますが、各小学校のブロ

ック塀の改修ということで、２９校中２２校につき

ましての整備工事という、ブロック塀の改修工事に

なります。その下になりますが、土地購入費という

ことで、学校用地としまして、弘道小学校の用地と

いうことで、民地のほうに水路が一部かかっており

ましたので、その水路の付け替えと比較しまして、

購入したほうが安いというようなことになりまし

たので、１５１万円で購入したものでございます。 

 今度、３６９ページの一番下になります。小学校

の施設整備費になります。投資委託料がございます

が、非構造部材、体育館のスピーカーでありますと

か、バスケットゴール等の落下防止ということで５

校、五荘、神美、新田、豊岡、三江の実施設計とい

うことで委託をしております。 

 次に、３７１ページの一番上になりますが、空調

関係の整備になります。実施設計から整備工事費が

ございますけども、空調整備につきましては、２０

１９年度２６校整備をしております。 

 次に、３７３ページをご覧ください。中学校管理

費になります。上から１１行目になりますが、小学

校と同じように学校施設の個別施設整備計画の策

定業務ということで、中学校では７校、個別施設計

画を策定しております。今度は、下のほうになりま

す。学校施設管理費になりますが、整備工事費につ

きまして、豊岡北中学校と港中のブロック塀の工事

を行っております。 

 次に、３７５ページをご覧ください。真ん中辺り

になります。中学校施設整備費になります。こちら

は体育館の非構造部材の落下防止ということで、港

中、竹野中、出石中、但東中、４校の落下防止対策



 34

を行っています。 

 次に、３７９ページになります。幼稚園費になり

ますが、一番上の枠の下のところをご覧ください。

整備工事費でございます。こちらは、幼稚園、それ

から認定こども園の８園ですね、エアコンの工事を

しております。 

 続きまして、４３７ページ、学校給食共同調理所

費ということで、上の枠ですけど、ちょうど真ん中

辺りにありますが、事業用備品ございます。こちら

は、豊岡学校給食センターの食器洗浄機であります

とか、真空冷却器を購入させていただいております。 

 次に、歳入になります。４１ページになります。

ご覧ください。中段辺りでございますが、小学校、

中学校、それから幼稚園の国庫補助金になります。

ブロック塀、それから冷房設備対応臨時特別交付金

というもので、国から交付をいただいております。 

 次に、６１ページです。一番上の枠になりますが、

寄附金でございます。奨学基金の寄附金ということ

で、個人の方から１件ですけども１０万円と、教育

総務費寄附金ということで２，０００万円ですが、

これは豊岡市出身でお亡くなりになられた方の遺

言に基づきます寄附を２，０００万円頂いておりま

す。その下の設備整備寄附金につきましては、楽器

等、そういったものに対する寄附を１００万円頂き

ました。 

 次に、６７ページになります。一番下の枠です。

学校給食徴収金でございます。２億８，５００万円

余りですけども、徴収率としましては、現年分が９

９．８９％、滞納繰越分が８．１４％、合計で９６．

１％の収納率といいますか、なっております。 

 次に、８３ページをご覧ください。教育債の部分

です。小学校、中学校、それから幼稚園債とござい

ますが、こちらは非構造部材でありますとか、ブロ

ック塀、それから空調関係に対します市債というこ

とで上げております。 

 最後に、財産調書になります。６０８ページをご

覧ください。土地の部分に関する増減でございます

が、決算年度中の増減ということで増になりますが、

上から４つ目の枠、学校という欄がございます。１，

５０４．３８平米増加しております。この内訳とし

ましては、次のページをご覧ください。これもまた

上から４枠目の部分になります。港中学校につきま

しては、基地局がございましたものを、学校のほう

に変えておりますのと、日高西中学校につきまして

は、冬期のバスの待合場が要るということで、普通

財産から行政財産、教育財産のほうに移しておりま

す。それから弘道小学校につきましては、先ほど申

しました個人の土地に水路が入っていたものを買

わせていただいたというものですし、資母小学校に

ついては、駐車場用地として、従来から借りており

ましたものを購入しましたものになります。一番下

の資母認定こども園につきましては、現在借地の中

に一本細いものが入っておりますのを寄附をいた

だいたということになっています。 

 次に、６２３ページの基金につきましてのご説明

を申し上げます。ちょうど真ん中辺りに交通遺児奨

学基金がございます。こちらにつきましては、預金

利息等の積立てになります。その３つ下になります

が、奨学基金です。こちらは個人の方の寄附と、そ

れから下水道会計からのものを含めまして、１１２

万６，０００円の増となっております。それから、

その２つ下になりますけども、学校教育施設整備基

金につきましては、先ほどありました森本中学校の

売却に基づきまして、新たに基金をつくったという

ものでございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○こども教育課長（飯塚 智士） それでは、まず歳

出の部ですが、３５７ページをご覧ください。中ほ

どになりますが、英語教育推進事業費、これの業務

委託料ですけども、港中学校のＡＬＴが年度途中で

急遽退職をしたために、民間のＡＬＴを４か月間派

遣するために業務委託料として計上をしておりま

す。そのほかにつきましては、例年どおりとなって

おります。 

 続きまして、３５９ページをご覧ください。１枠

目の下のほうになりますが、非認知能力向上対策事

業として計上させていただいております。これは２

０１９年度から、三江小学校、資母小学校の２校を
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モデル校とした非認知能力向上事業になります。内

訳は、演劇ワークショップと検証のための委託料と

いうふうになっております。 

 続きまして、３６１ページをご覧ください。まず

上のほうの学校振興事業費、この中に県の委託事業

でオリンピック・パラリンピック教育推進校としま

して、授業実践及び事例発表を行って、その成果を

広く発信し、全県的なオリンピック・パラリンピッ

ク教育の充実を図っていくものがありました。本市

では、城崎中学校が教育推進校として取り組んでお

りました。それから、中ほどの外国指導助手招致事

業費の少し下になりますが、ＪＥＴプログラムコー

ディネーター業務ということで、これにつきまして

は、外国語指導助手招致事業費で、新規でＪＥＴプ

ログラムのＡＬＴのコーディネート業務のほうを

委託しております。これは具体的に言いますと、Ａ

ＬＴが入国や出国するときの対応であったり、部屋

の管理や通帳とかの預貯金の下ろし方、それから電

気代、水道代の払い方など、生活一般にわたるお世

話で、主にこれにつきましては、本事務局と中学校

教員がやっておりましたので、これを業務委託した

ものになっております。 

 次に、歳入の部分を説明させていただきます。５

１ページをご覧ください。まず上から３枠目になり

ますが、学校支援地域本部事業補助金、スクールソ

ーシャルワーカー配置事業費補助金、プロから学ぶ

想像力育成事業補助金、これも例年どおりの補助事

業に対する県の補助金が、それぞれ３分の２、３分

の１、２分の１と歳入になっております。 

 続きまして、５５ページをご覧ください。一番上

の段になります。１つ目が、ひょうごがんばりタイ

ムの委託金、それから２つ目が、先ほど説明をしま

したオリンピック・パラリンピック・ムーブメント

全国展開事業委託金として、これは全て１０分の１

０の委託金になっております。 

 それから、６３ページをご覧ください。上から２

枠目ですが、これは平成２８年度、寄附金による中

学校での表彰盾の購入ということで、８０万円繰入

金をしております。内訳は、豊岡南中学校と日高東

中学校に各４０万円ずつ配当をしております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） それでは、２１５

ページ、一番上をご覧ください。児童福祉総務費で

す。児童福祉関係の経費となっております。子ど

も・子育て会議、それから豊岡市における幼児教

育・保育及び放課後児童のあり方検討部会の開催経

費、それから児童虐待防止対策の推進等のこども支

援センターの家庭相談係の事務局経費などでござ

います。上から１３行目になります、業務委託料の

子ども・子育て支援事業計画、こちらは第２期計画

の策定に係る業務委託料です。その下の子ども・子

育て支援システム改修業務、こちらは幼児教育・保

育の無償化に対応するためにシステム改修を行っ

たものです。全額国の補助が充てられます。１つ飛

びまして、家庭児童相談システム改修業務、こちら

は導入から５年が経過しましたシステムについて、

機能を強化して更新したものでございます。 

 次に、２１７ページをお願いします。下から９行

目ですけども、子育てセンターの管理費でございま

す。業務委託料、シロアリ駆除業務につきましては、

こちらのほうは竹野子育てセンターで、親子に開放

して使用しておりますセンター内の屋内広場にシ

ロアリが発生しておりましたので、駆除したもので

ございます。 

 次に、２１９ページ、お願いします。下のほうの

枠ですけども、６行目になります。放課後児童健全

育成事業費です。こちらが放課後児童クラブに係る

経費です。 

 次のページ、２２１ページ、上から８行目、ご覧

いただきたいと思います。設置工事費の空調設備で

すけども、こちらのほうは豊岡第２、弘道、港の児

童クラブに空調を設置したものでございます。その

２つ下の枠ですけども、児童保育運営事業費をご覧

いただきたいと思います。こちらのほうは、主なも

のは私立園への施設給付費でございます。１０月か

ら幼児教育・保育の無償化が実施されましたので、

その影響などにより、前年度比で約１億円の増とな
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っております。また、この事業の一番下ですけれど

も、施設等の利用費ですけれども、こちらは無償化

によりまして、新たに創設された子育てのための施

設等の利用給付で、許可外保育施設等に利用費を給

付するものです。負担割合としては、国が２分の１、

県が４分の１、市が４分の１です。その下です。私

立保育所等振興費、こちらは私立保育所等に対しま

す補助です。この事業の一番下でございます、補助

金の多子世帯保育料軽減事業費、こちらは兵庫県の

ひょうご保育料軽減事業費に伴い実施する補助で

す。それ以外は、全部市の単独事業となっておりま

す。その下です。子ども・子育て支援交付金事業費

ですけども、こちらは私立保育所等に対しまして、

経費の一部を補助するもので、国県の補助要綱に基

づき実施する事業対象となっております。 

 次、２２３ページ、３行目をお願いしたいと思い

ます。保育所等改修費等支援事業費の補助金です。

こちらのほうは増加するゼロから２歳児の待機児

童対策として、既存の施設を改修して、小規模保育

所事業所を整備して運営する事業者を公募し、その

整備費を補助するものです。今年４月に４か所目と

なります、こうのとりの森保育園が開園しました。

その枠の一番下です。私立保育所等備品整備事業費

補助金、こちらのほうは新型コロナウイルス感染症

対策のために、保育所等が購入した備品等の経費に

対する補助でございます。そのページの下から１２

行目になります、保育所管理費ですけども、このう

ちこども育成課分は１４４万９，３４６円です。そ

の下の普通旅費、それから次のページの１０行目に

なります、土地借り上げ料のうちの１４万５１６円、

それから通行料、舗装整備工事費がこども育成課分

です。西保育園の保護者等の送迎用駐車場を整備し

たものでございます。その下の５行下、児童保育運

営事業費、こちらのほうは公立園に係ります保育の

経費です。下から１０行目になりますが、機器借り

上げ料ですけども、こちらのほうは、午睡チェック

モニターの導入経費で、乳幼児の突然死症候群防止

のためにチェックが必要ですけども、保育士の負担

が大きいということで、園児数の多い西保育園と八

条認定こども園のほうに導入しております。 

 ３５５ページをお願いします。中ほどですけども、

幼保対策事業費の業務委託料、保育士等確保支援業

務です。保育所等で働きがいや働きやすさを高める

ことを通じて、保育士等を増やそうとするもので、

チャイルドハウス保育園と八条認定こども園をモ

デル園として実行しております。また、ＯＡソフト

借り上げ料、それから登降園の管理や保育日誌等が

管理できるアプリの利用料、それから整備工事費の

情報通信費はＷｉ－Ｆｉの環境を整備するもの、そ

れから事業備品につきましては、タブレットＰＣの

購入など、保育システム運用のための経費でござい

ます。 

 ちょっと業務委託料に戻っていただきまして、幼

児教育・保育及び放課後児童のあり方計画策定業務、

こちらは計画策定の支援業務でして、あり方計画に

つきましては、策定時期を今年度に延期しましたこ

とから、この策定業務の業務委託料が一部、２０１

万５，０００円を今年度に繰り越ししております。

そのページの一番下のすくすくプラン推進事業で

すけども、こちらは運動遊びの推進に係る経費のほ

か、前年度スタンダードカリキュラムの改定を行っ

ておりますので、その委員会の開催経費等でござい

ます。 

 歳出は以上でございます。 

 続きまして、歳入でございます。２５ページをお

願いします。中ほどから少し下になります。子ど

も・子育て支援臨時交付金でございます。こちらの

ほうは、昨年１０月から始まりました幼児教育・保

育の無償化、これにつきましては、国が２分の１、

県が４分の１、市が４分の１の負担割合となってお

りますけども、市の負担する部分につきましては、

地方消費税の増収分が充てられるということにな

っておりますけども、昨年度は、その財源となりま

す地方消費税のほうが平準化しないために、この臨

時交付金のほうが措置されております。 

 次、２７ページ、お願いします。下から４つ目の

枠です。特定教育・保育施設利用者負担金です。こ

ちらは公立、私立の保育園と公立の認定こども園の
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保育料です。無償化の影響などによりまして、前年

度比との比較で約１億２，０００万円の減となって

おります。 

 それから、２９ページ、中ほどでございます。放

課後児童クラブ使用料でございます。こちらのほう

は、放課後児童クラブにつきましては、今回の無償

化の対象ではありませんけども、無償で利用する保

育所、それから認定こども園等を利用する４歳児、

５歳児と均衡を保つために、児童クラブを利用する

幼稚園児についても使用料を無償化しております。 

 それから、次、３１ページをお願いします。下か

ら２つ目の枠、幼稚園保育料でございます。こちら

幼稚園の保育料ですけども、１０月以降は無償化で

無料となっております。次、３７ページをお願いし

ます。一番下の枠でございますけども、２つ目の児

童虐待防止対策支援事業費補助金、それ以下の部分

がこども育成課になります。 

 ３９ページ、お願いいたします。この７行目にな

りますけども、子どものための教育・保育給付交付

金でございますけども、こちらが私立園への施設型

給付に係る国の負担分でございます。無償化の影響

などによりまして、前年度との比較で約１億４，０

００万円の増となっております。その４つ下でござ

いますけども、子ども・子育て支援事業費補助金で

ございますけども、無償化に対応するためのシステ

ム改修及び関連事務に関します補助金です。補助率

は１０分の１０でございます。その下の子育てのた

めの施設等利用給付交付金、こちらは無償化で新た

に創設されました許可外保育施設等の利用給付に

対します交付金です。国の補助率は２分の１です。

その２つ下です。保育環境改善等事業費補助金、こ

ちらは私立保育所等の新型コロナウイルス感染症

対策に対します補助金でございます。補助率は１０

分の１０です。 

 ４３ページをお願いします。真ん中から少し下に

なりますけども、３、児童福祉費負担金、この枠の

１つ目ですけども、教育・保育給付費負担金、こち

らが私立園の施設給付に係ります県の負担分でご

ざいます。無償化の影響などによりまして、前年度

比較で約４，０００万円の増となっております。そ

の４つ下の子育てのための施設等利用給付費負担

金は、許可外保育所施設等の利用給付に対します県

の負担分となります。 

 それから、４７ページをお願いします。３つ目の

枠になりますけども、３の児童福祉費補助金です。

これは、各事業に対します県の負担分となっており

ます。 

 ５１ページをお願いします。一番下でございます

けども、ひょうご地方創生交付金、このうちこども

育成課分は６７７万６，０００円で、保育士等確保

推進モデル事業へ２９４万９，０００円、幼児教

育・保育及び放課後児童のあり方計画策定へ３８２

万７，０００円充当しております。 

 次に、６３ページをお願いします。下から７枠目

になりますけども、地方振興基金繰入金です。この

うちこども育成課分は８５８万７，０００円で、幼

保対策事業費に５００万円、それから英語遊び保育

推進事業費に３５８万７，０００円充当しておりま

す。 

 ７３ページの下から１１行目をお願いします。認

定こども園給食費負担金でございますけども、こち

らは公立園の園児の給食費でございます。無償化で

も副食費のほうは保護者負担となることなどによ

りまして、前年度比較で約６００万円の増となって

おります。 

 最後に、８５ページをお願いします。中ほどでご

ざいますけども、過疎対策事業債でございます。こ

ども育成課分は５０万円で、英語遊び保育推進事業

費に充当しております。 

 決算に関します新たな事業、また大きく変わった

ものは以上でございます。以上で説明終わります。 

○分科会長（西田  真） 終わりました。 

 説明は終わりました。質疑、意見等はありません

か。 

 上田委員。 

○委員（上田 伴子） ２２３ページのとこだったか

な、今年の４月に４か所目のこうのとりの森保育園

が４月に開設したっておっしゃってましたが、私よ
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く知らなくて、どこのところに、どこの施設、施設

というのか、その法人というか、そういうとこら辺

は。（発言する者あり）あそこのとこですかね、庁

舎のところ。（「そうです」と呼ぶ者あり）立野庁

舎のところ。（「はい」と呼ぶ者あり）分かりまし

た。 

 それと、それから、３５５ページだったかな、保

育士不足のことを言いなったんかな、それ今、保育

士不足では、実際今不足してるのは何人ぐらい不足

しているんですか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） かなりいろいろな

事業、一時預かりとか、中止しいてる事業あります

けども、そういったものを除きまして、できたらあ

と１０人ぐらいは欲しいところでございます。実際

にはもっと不足していると考えております。 

○委員（上田 伴子） 分かりました。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） すみません。それともう１点、

いろんなところのそういう地域の保育園、保育所と

かのところで、今無認可のところがまだ何か所かあ

ると思うんですけども、無認可のそういう保育施設

が、例えばあそこのみのり保育園とか……（「違う」

と呼ぶ者あり）わかば。みのりだったんと違った、

わかばがないんじゃったっけ。 

○教育次長（堂垣 真弓） わかば、があります。 

○委員（上田 伴子） わかばがある。下鉢山の。（「は

い」と呼ぶ者あり）あそことか、何だっけ、あそこ

何かできましたね、実高の、実高じゃないわ、総合

高校のところとか、何か所かあると思うんですけど

も、そこら辺の補助みたいなことは上げてないんで

しょうか。そういう保育施設への補助制度はないん

ですかね、無認可施設への。 

○こども育成課長（木下 直樹） 企業指導型といっ

て……。 

○分科会長（西田  真） ちょっと名前と、課と名

前と。 

 はい、どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） 企業指導型ですの

で、特に補助等は出しておりません。 

 それで、わかばですけども、こちらのほう、わか

ばとミルミルにつきましては、今回新たにできまし

た施設利用費のほうで利用がございましたので、交

付金のほうを出して、少額ですけども出しておりま

す。３歳児から５歳児のほう無料としております。 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 全部が全部、私も知らないん

ですけども、わかばとミルミルはすごく昔からある

ところだと思うんですけれども、今少し出しておる

ということでしたら、また後でもよろしいので、ど

れぐらいの補助があるのか、またお願いします。後

からでいいです。以上です。 

○こども育成課長（木下 直樹） すみません。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） わかばのほうには、

託児保育者補助金としまして５１万４５６円支出

しております。 

○委員（上田 伴子） ミルミルもって、言いはらへ

んかったっけ。（「ミルミルも」と呼ぶ者あり） 

○こども育成課長（木下 直樹） すみません。 

○委員（上田 伴子） 後でいいです。 

○こども育成課長（木下 直樹） ちょっと後で。 

○分科会長（西田  真） そしたら、今、先ほど上

田委員から質問があったやつ、ちょっと資料はすぐ

あるでしょう、まとまるんでしょう。 

○委員（上田 伴子） また後でいいです、あしたで

も。 

○分科会長（西田  真） ちょっと返事してくれる。

（「はい」と呼ぶ者あり）資料まとまるんでしょう、

今質問された分に関しての答弁資料は。集計しとる

んでしょう。 

○こども育成課長（木下 直樹） ちょっと、そこあ

りますので、ちょっと。ありますので、はい。ちょ

っと時間いただきまして。 

○分科会長（西田  真） 分科会を暫時休憩します。 

午後２時２７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時２８分 分科会再開 
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○分科会長（西田  真） 休憩前に引き続き分科会

を再開します。 

 今言っておられるやつは、資料もあるんでしょう、

結局。 

○委員（上田 伴子） 項目が違うだけで。 

○分科会長（西田  真） 項目が違うんか知らんけ

ど、ちょっと整理して提出していただけますか、委

員会のほうに、各委員に。どうですか。 

○こども育成課長（木下 直樹） 許可外保育施設の

利用費給付の関係ですけども、認可外保育施設のほ

うで、わかばとミルミル、すみません、合わせてに

なりますけども、３歳児以上の利用が１３名ありま

したので、合わせて１２８万４，５００円償還して

おります。措置しております。 

○委員（上田 伴子） 無料化に関する分ね。 

○こども育成課長（木下 直樹） 無料化に関する分

です。 

○分科会長（西田  真） 今言われとった分の資料

を提出してください、各委員に。よろしいか。答弁

がはっきり分かりませんので、ちょっと書面で各委

員に提出してください。よろしくお願いします。 

 よろしいね。（「はい」と呼ぶ者あり）よろしく

お願いします。 

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） なし。よろしいか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 以上で説明及び質疑は終わりました。 

 これらの討論、表決は、後ほど委員のみで審査を

行います。その際、意見及び要望があれば取りまと

めを行いたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 次回委員会は、明日１５日火曜日、時間、場所は、

午前９時３０分から第２委員会室で行います。 

 ここで当局職員の皆さんは退室していただいて

結構です。お疲れさまでございました。 

 分科会を暫時休憩します。再開は午後２時４０分。 

午後２時３０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時４２分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） 休憩前に引き続き分科会

を再開します。 

 ここからは委員のみで行いますので、よろしくお

願いします。 

 それでは、報告第２０号及び第１１９号議案につ

いての討論、表決を行いたいと思います。 

 まず、報告第２０号、放棄した債権の報告につい

て（一般会計）を議題といたします。報告第２０号

については、既に質疑まで終えていますので、討論

から入ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 特にご異議ありませんので、報告第２０号は了承

すべきことに決定しました。 

 次に、第１１９号議案、令和元年度豊岡市一般会

計歳入歳出決算の認定についてを議題といたしま

す。第１１９号議案については、既に質疑まで終え

ていますので、討論から入ります。 

 討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 上田委員。 

○委員（上田 伴子） 文教民生委員会の所管の部分

では反対事案はないんですけども、ほかの委員会で

の反対事案があって、最終的な態度はちょっと変え

ると思いますが、よろしくお願いします。 

○分科会長（西田  真） ちょっと分科会を暫時休

憩します。 

午後２時４３分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時４４分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは分科会を再開い

たします。 

 再度確認させていただきます。 

 第１１９号議案については、質疑まで終えていま

すので、討論から入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、認定すべきものと決

定してご異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認めます。

よって、第１１９号議案は、認定すべきものと決定

しました。 

 以上で議案に対する審査を終了いたします。 

 次に、３、協議事項（２）、報告第２０号及び第

１１９号議案に対する当分科会の意見、要望として、

予算決算委員会に報告すべき内容について協議い

ただきたいと思います。 

 分科会を暫時休憩いたします。 

午後２時４５分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後２時４７分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは分科会を再開い

たします。 

 先ほどの報告第２０号及び第１１９号議案に対

する当分科会の意見、要望は付さない、つけないと

いうことでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、そのように決

定いたしますので、よろしくお願いいたします。そ

れについて、ご異議は特にありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認め、その

ように決定しました。 

 ここで分科会を閉会いたします。 

午後２時４８分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後２時４８分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開します。 

 次に、３、協議事項、第１２０号議案から第１２

５号議案に対する委員会意見、要望として、委員長

報告に付すべき内容について協議いただきたいと

思います。 

 委員の皆さんからの提案について、委員会意見、

要望とすべきか協議を行いたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 委員会を暫時休憩します。 

午後２時４８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時４８分 委員会再開 

○委員長（西田  真） 委員会を再開いたします。 

 第１２０号議案から第１２５号議案に対する委

員会意見、要望として、委員長報告に付すべき内容

について協議いただきましたが、特に付さない、つ

けないということで、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） それでご異議ありませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 異議なしと認めます。その

ように決定いたします。 

 それでは、ここで本日の審査は全て終了というこ

とにしたいと思います。 

 次は、協議事項（４）番、その他について、委員

の皆さんから特に発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ありませんか。 

 特にないようですので、以上をもちまして文教民

生委員会を閉会いたします。ご苦労さまでございま

した。 

午後２時５０分閉会 

──────────────────── 


